
日
出
処
天
子
と
日
没
処
天
子
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一
倭
国
王
の
国
書
に
つ
い
て

増

村

宏

門
要
約
】
　
『
晴
書
』
倭
罵
伝
の
倭
王
の
国
書
「
日
禺
ず
る
処
の
天
子
、
雷
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
、
慈
無
き
や
…
…
甥
帝
こ
れ
を
覧
て
悦
ば
ず
…
…
」

に
よ
っ
て
、
わ
が
国
と
晴
朝
と
の
「
対
等
の
国
交
」
、
ま
た
は
「
対
等
以
上
の
国
交
」
を
説
き
、
こ
の
日
本
の
態
度
を
蝪
帝
が
「
悦
ば
」
な
か
っ
た
の
で

あ
る
と
す
る
解
、
釈
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
従
来
の
理
解
に
は
「
日
出
ず
る
処
・
東
・
日
本
」
、
「
日
没
す
る
処
・
西
・
中
園
・
階
」
を
自
明
の
命
題
と
す
る

「
日
本
史
観
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
中
國
の
理
念
は
わ
が
国
と
は
同
じ
く
な
い
。
中
業
観
念
か
ら
す
れ
ば
「
日
出
ず
る
処
」
「
日

没
す
る
処
」
は
天
下
の
さ
い
は
て
で
あ
っ
た
。
天
下
に
君
臨
す
る
「
中
国
天
子
」
規
帝
は
自
ら
を
「
日
没
す
る
処
の
天
子
偏
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た

中
国
観
念
か
ら
は
異
民
族
の
君
長
を
「
天
子
」
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
毎
朝
か
ら
す
れ
ば
倭
王
の
国
書
は
非
常
識
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
倭

王
が
遣
使
「
朝
貢
幽
し
た
の
で
「
目
撃
」
の
使
節
裂
世
満
を
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
一
巻
三
号
　
一
九
六
八
年
五
月

【
、
従
来
の
理
解

　
『
階
書
』
東
夷
伝
倭
国
の
条
に
『
購
本
書
紀
』
が
伝
え
る
推
古
天

皇
十
五
年
（
六
〇
七
、
大
業
三
年
）
の
遣
階
使
小
野
妹
子
と
、
そ
の
も

た
ら
し
た
と
見
ら
れ
る
倭
国
王
の
国
書
、
及
び
悪
言
の
倭
国
派
遣
に

つ
い
て

　
　
大
業
三
年
、
其
王
多
利
思
望
粥
遣
使
朝
貢
、
使
者
日
、
聞
海
西
菩
薩
天

　
　
子
重
興
仏
法
、
故
遣
朝
拝
、
兼
沙
門
数
十
人
来
学
仏
法
、
其
国
書
田
、

　
　
日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
、
無
惹
、
云
云
、
　
〔
蝪
〕
帝
覧
之
不
悦
、

　
　
謂
鴻
櫨
卿
田
、
蛮
夷
書
有
無
礼
考
、
回
復
以
聞
、
明
年
上
遣
文
林
郎
装

　
　
〔
世
〕
清
、
使
於
倭
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
あ
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
倭
国
王
の
国
書
は
そ

の
首
部
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
省
略
の
「
云
云
」
の
部

分
に
国
書
の
内
容
の
記
述
が
続
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

『
史
記
』
・
『
漢
書
』
の
野
飼
奴
伝
に
よ
れ
ば
、
漢
が
飼
奴
単
干
に
国

書
を
送
る
と
き
は
「
皇
帝
敬
問
飼
奴
単
記
、
無
慈
」
と
書
き
は
じ
め
、
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「
所
以
遺
物
、
及
言
語
云
云
」
の
文
言
が
続
く
の
が
例
で
あ
っ
て
、

何
奴
伝
に
は
そ
の
形
式
に
よ
る
文
帝
の
六
年
（
前
一
七
四
）
、
及
び
後

元
二
年
（
前
一
六
二
）
の
国
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
伺
奴
単
干

か
ら
漢
の
皇
帝
に
も
「
天
所
立
謙
卑
大
単
干
敬
聞
皇
帝
、
無
慈
」
に

は
じ
ま
る
国
書
が
文
帝
の
四
年
（
前
一
七
六
）
に
送
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
後
に
趾
骨
で
は
国
書
の
言
辞
・
形
式
を
侶
敷
に
し
た
次
第
は
飼
奴

伝
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
倭
国
王
の
国
書
の
「
云
云
」
に
も
「
所
以
遺
物
、
及
雷
語
云
云
」

に
相
当
す
る
内
容
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
揚
帝
が
「
悦
ば
な

か
っ
た
」
の
は
雀
略
し
て
あ
る
「
云
云
」
の
内
容
の
部
分
に
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
　
「
日
出
処
天
子
隷
書
日
没
処
天
子
、
無
悲
」
の
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
へ

字
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
「
帝
覧
之
、
不
悦
」
と
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
尊
書
』
倭
醐
伝
が
伝
え
る
倭
国
王
の
国
書
に
つ
い
て
の
従
来
の

　
　
　
　
　
②

理
解
を
見
る
と
、
黒
板
勝
美
氏
は
国
書
の
こ
と
を
述
べ
て

　
　
こ
れ
は
箪
ろ
大
胆
に
過
ぎ
た
蟹
険
で
あ
っ
た
ら
う
（
中
略
）
。
果
せ
る
か

　
　
な
揚
帝
は
蛮
夷
の
書
無
礼
な
り
と
怒
っ
て
之
を
却
け
た
。
併
し
妹
子
は

　
　
オ
メ
く
と
退
却
す
る
人
で
は
な
か
っ
た
。
遂
に
欝
欝
の
諒
解
を
得
て
、

　
　
正
使
襲
世
清
、
副
使
遍
光
高
（
註
記
省
略
）
と
共
に
彼
国
を
出
発
し
て

　
　
帰
朝
す
る
事
と
な
っ
た
。
太
子
は
大
に
当
世
清
等
を
歓
迎
せ
ら
れ
、
や

　
　
が
て
一
行
を
引
見
し
た
ま
ひ
、
こ
こ
に
日
射
の
間
に
対
等
の
国
交
が
結

　
　
ば
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
、
晴
か
ら
の
青
眼
の
あ
っ
た
事
実
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
ま
た
喜

田
貞
吉
氏
は

　
　
晴
帝
が
対
等
の
国
書
を
屡
な
き
も
の
と
し
て
喜
ば
ざ
り
し
所
以
の
も
の

　
　
は
我
を
「
日
出
処
」
と
称
し
、
是
に
対
し
て
彼
を
「
露
没
処
」
と
呼
ん

　
　
だ
事
が
名
称
上
不
祥
で
あ
る
と
い
ふ
が
如
き
為
で
は
な
く
、
彼
が
認
め

　
　
て
蛮
夷
の
君
と
為
す
所
の
者
が
対
等
の
礼
を
以
て
中
国
に
対
し
た
点
を

　
　
憤
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
④

と
説
明
す
る
の
は
、
国
書
を
「
対
等
」
の
態
度
と
し
た
の
で
あ
る
。

次
の
鈴
木
俊
氏
の

　
　
資
性
豪
華
を
以
て
鳴
る
階
の
揚
帝
に
向
っ
て
、
我
が
国
を
日
出
づ
る
国

　
　
と
し
、
晴
を
日
没
す
る
国
と
す
る
対
等
以
上
の
国
書
を
呈
し
た
こ
と
は

　
　
階
廷
に
と
っ
て
は
非
常
な
驚
き
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
　
（
以
下
省
略
）

　
　
　
　
⑤

と
い
う
説
明
、
及
び
石
原
道
博
馬
の

　
　
中
華
、
中
国
を
も
っ
て
天
下
に
の
胤
み
、
旭
旧
昇
天
を
も
っ
て
自
負
す

　
　
る
豪
快
な
粘
腰
が
対
等
以
下
の
「
日
没
処
天
子
」
と
い
う
呼
び
方
を
さ

　
　
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
申
国
で
も
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。
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⑥

と
い
う
説
明
は
、
「
対
等
以
上
」
の
態
度
毒
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他

「
対
等
」
・
「
対
等
以
上
」
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
説
明
に
出
て
い
る
。

　
そ
の
国
を
「
中
華
・
中
国
」
と
し
、
周
辺
の
諸
畏
族
を
「
夷
狭
・

蛮
夷
」
と
す
る
の
は
中
国
古
来
の
観
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
反
擾

す
る
「
皇
国
史
観
」
が
わ
が
国
に
あ
っ
た
。
わ
が
国
の
歴
史
に
お
い

て
遣
階
使
、
こ
れ
に
続
く
遣
唐
使
に
よ
る
対
中
国
交
渉
は
確
か
に
一

つ
の
劃
期
的
な
事
実
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
階
朝
の
当
時
に
お
い

て
も
す
で
に
中
国
に
は
数
多
く
の
周
辺
諸
民
族
と
の
間
に
、
日
本
民

族
が
経
験
し
た
よ
り
は
は
る
か
に
長
い
、
そ
し
て
複
雑
な
交
渉
の
歴

史
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
間
に
形
成
さ
れ
た
異
民
族
観
・
異
民

族
問
題
処
理
の
態
度
は
、
長
い
中
国
民
族
の
歴
史
の
う
ち
に
成
立
し

た
そ
の
道
徳
・
政
治
の
理
念
と
も
結
び
つ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
国
・
晴
と
の
間
に
、
　
『
三
国
志
』
東
夷

伝
の
倭
の
女
王
卑
弥
呼
や
『
白
書
』
倭
国
伝
の
倭
の
五
王
の
交
渉
と

は
違
っ
た
外
交
の
閉
始
を
、
　
『
晴
書
』
倭
国
伝
や
『
臼
本
書
紀
』
の

伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

理
解
の
仕
方
を
見
る
と
、
階
に
も
た
ら
さ
れ
た
倭
国
王
の
国
書
を

「
対
等
」
、
ま
た
は
「
対
等
以
上
」
と
す
る
理
解
に
は
、
「
日
禺
処
」
・

「
日
没
処
」
を
中
国
に
お
い
て
「
東
・
日
本
」
・
，
「
西
・
中
国
・
晴
」

と
対
照
的
に
、
ま
た
は
谷
倉
を
後
者
よ
り
優
位
に
解
釈
す
べ
き
こ
と

を
自
明
の
理
と
す
る
「
聞
本
史
観
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
そ
こ
に

感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
を
他
民
族
と
の
交

渉
の
事
実
に
直
ち
に
適
用
し
て
、
は
た
し
て
正
し
い
理
解
が
で
き
た

で
あ
ろ
う
か
。
倭
国
王
の
国
書
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解
は
栗
原
朋

信
氏
の
言
葉
の
よ
う
に

　
　
だ
が
第
一
の
解
釈
（
対
等
の
態
度
、
増
村
）
に
せ
よ
、
第
二
の
解
釈
（
対

　
　
等
以
上
、
同
上
）
に
せ
よ
、
決
め
手
ら
し
い
も
の
は
何
も
な
い
。
十
分

　
　
な
る
論
拠
は
両
者
と
も
に
欠
け
て
い
る
。
そ
う
思
い
た
い
か
ら
そ
う
思

　
　
う
、
と
い
う
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
も
雷
え
る
わ
け
で
あ
り
、
鼠
た
外
山
軍
治
氏
の
言
葉
に

こ
の
国
書
は
、
日
本
で
は
、
聖
徳
太
子
が
、
大
国
で
あ
る
階
に
対
し
て

い
さ
さ
か
も
へ
り
く
だ
る
こ
と
な
く
、
堂
々
と
対
等
の
態
度
で
書
い
た

も
の
と
し
て
大
い
に
こ
れ
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
揚
帝
が
こ
の
書

癒
を
み
て
不
機
嫌
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
ふ
か
く

詮
議
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
だ
。
先
方
は
大
国
だ
と
考
え
て
い
る
の
に
、

小
国
か
ら
対
等
の
文
言
を
つ
か
っ
た
の
で
悦
ば
な
か
っ
た
の
は
あ
た
り

ま
え
だ
、
ぐ
ら
い
に
考
え
て
す
ま
せ
て
い
る
ら
し
い
。
が
、
わ
た
く
し

は
疑
問
を
い
だ
く
。
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⑧

と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
の
理
解
に
は
再
考
を
う
な
が
す
余
地
が
確
か

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
来
の
関
係
文
献
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
は
先
年

の
西
嶋
定
生
氏
の
論
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
六
一
八
世
紀
の
東
ア
ジ

ア
の
動
き
を
、
中
国
王
朝
と
無
辺
諸
国
と
の
関
係
の
推
移
と
し
て
、

中
国
王
朝
を
中
心
と
す
る
冊
封
体
制
の
展
開
の
う
ち
に
説
明
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
「
晴
と
日
本
と
の
関
係
」
に
お
い
て
倭
国
王
の
國

書
問
題
を
と
り
あ
げ
、
揚
帝
の
不
興
の
原
因
は
日
本
を
階
と
共
に
天

子
と
称
し
た
点
に
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
突
嵌
の
沙
鉢
略
可
汗
と

晴
の
文
帝
の
間
に
も
共
に
天
子
と
称
し
た
国
書
の
往
復
が
あ
り
、
そ

こ
に
は
日
本
の
場
合
の
よ
う
な
至
高
は
起
っ
て
い
な
い
。
ま
た
嚢
世

話
の
遣
使
は
国
書
事
件
の
後
で
あ
っ
た
か
ら
、
場
帝
の
不
興
は
国
交

を
拒
絶
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
、
と
す
れ
ば
、
階
王
朝
の
好
悪

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
体
制
の
性
格
と
し
て
夷
秋
の
首
長
を
自
己
と

同
じ
く
天
子
ど
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
し
、
普
天
の
下
、
王
土
に
非
る
莫
し
と
い
わ
れ
る
天
下
的

世
界
観
に
立
脚
す
る
中
国
王
朝
に
、
名
実
共
に
世
界
帝
国
の
体
制
を

整
え
た
階
…
王
朝
に
、
そ
の
よ
う
な
通
常
の
理
解
ど
矛
盾
す
る
よ
う
に

見
え
る
事
実
が
あ
り
、
中
国
王
朝
か
ら
臼
本
が
天
子
、
も
し
く
は
東
天

皇
と
称
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
国
書
問
題
は
通

常
の
評
価
の
よ
う
に
階
と
の
対
等
の
国
交
と
い
う
評
価
を
裏
書
き
す

る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
と
西
嶋
氏
は
論
説
を
改
め
て
、
ゴ
対

等
」
と
説
明
さ
れ
た
国
書
問
題
を
ふ
く
む
階
と
日
本
と
の
国
交
を
、
当

時
の
中
国
王
朝
の
秩
序
体
制
と
日
本
の
国
家
体
制
と
の
関
連
に
お
い

て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
中
国
王
朝
に
よ
る
冊
封
画
聖
を
説

き
、
日
本
は
晴
か
ら
冊
封
さ
れ
な
い
蛮
夷
の
国
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
な

晴
王
朝
に
と
っ
て
青
緑
の
外
域
を
な
す
所
の
首
長
の
称
号
い
か
ん
は

中
国
王
朝
の
秩
序
体
制
の
外
に
あ
る
問
題
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
外
域
か
ら
王
化
を
求
め
て
遣
使
朝
貢
す
る
限
り
、
こ
れ
を
宣
諭

し
徳
化
に
つ
と
め
る
こ
と
は
中
国
王
朝
と
し
て
の
必
然
的
行
為
な
の

で
あ
る
。
従
っ
て
中
国
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
国
交
は
対
等
的
性
格
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
の
、
す
な
わ
ち
敵
国
抗
礼
の
相
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
し
、

な
お
こ
の
後
に
日
本
側
の
観
点
か
ら
の
説
明
が
続
く
。
西
嶋
氏
の
説

述
は
論
理
的
に
展
開
し
て
あ
る
の
で
省
略
し
え
ず
、
そ
の
紹
介
が
長

く
な
っ
た
が
、
拙
稿
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
、
要
約
に
誤
り
が
な
け

れ
ば
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
西
嶋
残
の
論
説
の
後
に
論
じ
く
冊
封
体
制
の
視
点
か
ら
栗
原

朋
信
残
の
論
考
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
外
民
族
か
ら
中
国
皇
帝
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に
送
ら
れ
た
文
書
、
及
び
交
渉
の
事
実
に
よ
る
と
、
唐
国
皇
帝
と
外

民
族
翼
主
と
の
間
に
対
等
国
・
不
識
の
朝
貢
圏
㌔
外
客
臣
・
一
般
外

臣
な
ど
の
礼
式
が
あ
り
、
中
国
で
は
こ
れ
を
適
宜
に
操
作
し
て
相
手

の
地
位
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
と
し
、
中
国
に
送
ら
れ
た
外
民

族
の
文
書
忙
見
え
る
そ
の
君
長
の
名
．
称
号
に
つ
い
て
検
討
し
、
倭

国
王
の
国
書
の
「
日
出
処
天
子
」
・
「
日
没
処
天
子
」
に
つ
い
て
、
日

本
を
優
位
・
階
を
次
位
に
す
る
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
し
、
揚
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
不
興
を
買
う
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
し
た
。

　
栗
原
氏
が
従
来
の
解
釈
に
あ
き
足
ら
ず
に
論
拠
に
も
と
づ
い
て
出

し
た
新
し
い
考
説
も
、
そ
の
論
拠
の
こ
と
は
後
に
能
い
及
ぶ
と
し
て
、

揚
帝
の
不
興
は
倭
鼠
王
が
自
ら
を
「
β
出
処
天
子
」
と
称
し
、
蜴
帝

を
「
日
没
処
天
子
」
と
見
下
げ
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
解
釈
の
仕
方
と
変
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
二
人
の

東
洋
史
家
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
た
倭
国
王
の
国
書
問
題
が
、
両
者
同

じ
方
向
の
論
説
を
し
た
の
で
は
な
く
、
爾
嶋
氏
は
体
制
論
か
ら
倭
国

王
の
称
号
は
「
天
子
」
　
（
及
び
『
田
本
書
紀
』
の
「
東
天
皇
偏
）
だ
け
し

か
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
冊
封
体
制
論
か
ら
別
な

結
論
が
導
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
倭
国
王
の
国
書
聞
題
に
は
な
お
残
さ

れ
た
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
外
山
軍
治
氏
に
よ
っ
て

新
し
い
聖
母
が
嵐
さ
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
外
山
氏
は
揚
帝
が
倭
国
王
の
国
書
を
悦
ば
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

国
書
に
敬
語
的
な
文
言
が
い
さ
さ
か
も
認
め
ら
れ
な
い
、
ま
た
「
致

書
」
と
い
う
文
言
が
お
か
し
い
、
国
書
は
対
等
と
か
対
等
で
な
い
と

か
い
う
以
前
の
も
の
で
、
書
翰
の
文
章
の
体
を
な
し
て
い
な
い
と
さ

え
考
え
ら
れ
る
、
こ
の
国
書
の
文
章
は
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
も
し
か
た
が
あ
る
ま
い
、
常
識
は
ず
れ
た
国
書
の
文
書
で

は
あ
る
、
と
し
、
揚
帝
が
不
機
嫌
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
、

　
　
⑫

と
し
た
。

　
い
わ
ゆ
る
敬
語
的
文
言
が
な
く
、
ま
た
「
騎
虎
」
の
文
宇
を
使
用

し
た
国
書
は
突
蕨
の
主
義
略
可
汗
か
ら
階
の
文
帝
に
送
ら
れ
た
事
例

が
あ
り
、
す
で
に
漢
の
文
業
か
ら
、
南
越
王
に
送
ら
れ
た
国
書
に
も

「
致
書
」
が
使
用
し
て
あ
る
こ
と
、
及
び
私
は
別
の
理
由
か
ら
外
山

氏
と
同
じ
く
倭
国
王
の
国
書
を
非
常
識
な
も
の
と
考
え
、
ま
た
「
国

書
の
幼
稚
さ
」
を
考
え
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
後
節
に
ゆ
ず
っ
て
、

後
文
に
も
関
連
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
揚
帝
が
鴻
臆
卿
に
い
っ
た

番
葉
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　
階
書
の
文
章
は

　
　
㈹
上
覧
之
、
不
悦
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⑧
謂
鴻
縢
卿
日
、
蛮
夷
書
有
無
礼
岩
、
勿
復
選
聞

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
従
来
の
説
明
で
は
、
㈲
に
つ
い
て
は
前
掲

の
「
怒
っ
て
之
を
却
え
た
」
の
ほ
か
に
、
　
「
…
…
と
怒
っ
て
妹
子
等

を
却
け
た
こ
と
は
階
上
、
東
夷
、
倭
隅
の
条
に
見
え
る
処
で
あ
り
」

　
⑬

と
し
、
ま
た
「
怒
っ
た
」
、
　
「
憤
っ
た
」
、
　
「
は
な
は
だ
悦
ば
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
」
、
「
大
い
に
怒
っ
た
」
、
「
湯
帝
の
憤
激
の
言
」
で
あ
る
、
さ
ら
に

は
小
野
妹
子
が
帰
国
の
途
中
百
済
に
お
い
て
失
っ
た
と
『
曙
色
書
紀
』

が
伝
え
る
、
階
帝
が
与
え
た
文
書
の
内
容
を
推
測
し
た
説
明
の
「
相

当
憤
怒
に
充
ち
た
語
句
に
依
っ
て
綴
ら
れ
て
い
た
こ
と
想
像
に
難
く

　
　
　
　
⑮
、

な
い
」
な
ど
、
国
書
に
対
す
る
揚
帝
の
感
情
を
階
書
の
表
現
以
上
に

解
説
す
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
霞
出
処
・
宙
↑
日
本
偏
、
「
日
没

処
・
西
・
中
国
・
階
」
を
自
明
の
命
題
と
し
、
し
か
も
こ
れ
に
「
中

華
」
観
念
が
当
然
反
擾
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
漢
の
話
題
の
三
年
（
前
一
九
二
）
勾
奴
習
頓
単
線
が
呂
太
盾
に
送
っ

た
か
の
「
一
書
の
」
無
礼
に
は
「
呂
后
大
畑
」
・
「
高
后
大
弁
」
・
「
太

后
怒
」
と
あ
り
（
『
史
記
切
藁
唐
琴
、
『
実
需
』
御
奴
伝
．
季
布
傍
）
、
逃
避
三
年

（
五
八
三
）
一
一
月
突
厭
の
憲
辺
が
あ
り
、
六
蜜
み
な
尽
き
た
と
き
の
階

の
文
身
を
「
天
子
震
怒
」
と
し
（
『
陪
書
』
突
豚
伝
）
、
明
の
太
祖
が
広
本

の
王
（
良
懐
、
二
型
親
王
）
を
責
め
て
、
示
す
に
征
せ
ん
と
欲
す
る
意

を
以
て
し
た
と
き
の
良
懐
の
上
表
に
つ
い
て
『
阻
史
』
日
本
伝
に
は

「
帝
業
表
、
醗
甚
し
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
異
民
族
の
無
礼
・
侵
霧
に

対
す
る
中
国
皇
帝
側
の
態
度
を
表
わ
し
た
文
字
で
あ
る
が
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
「
大
綬
」
「
震
怒
」
と
あ
る
べ
き
は
そ
う
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
　
「
不
悦
」
と
は
「
悦
ば
な
い
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
直
ち
に

「
怒
っ
た
」
　
「
は
な
は
だ
悦
ば
な
か
っ
た
」
な
ど
と
同
義
に
し
て
過

ぎ
た
解
説
を
す
べ
き
で
は
な
い
。
「
留
筆
之
、
筆
算
、
謂
鴻
鷹
三
日
」

は
『
臨
書
』
　
（
巻
五
＋
七
）
陣
道
衡
伝
に

　
　
〔
蝪
〕
帝
即
位
、
　
（
中
略
）
欲
規
為
秘
書
監
、
道
衡
既
至
、
上
高
祖
文

　
　
皇
帝
頸
、
帝
覧
之
不
悦
、
顧
謂
蘇
威
日
、
道
衡
致
美
先
婦
、
此
魚
藻
之

　
　
義
也

と
あ
る
文
章
の
形
で
あ
り
、
同
意
の
後
文
に
お
い
て
道
衡
に
対
し
て

「
帝
怒
日
し
と
か
「
憲
司
重
奏
、
綴
而
殺
之
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

は
、
な
お
幾
段
階
の
経
緯
が
あ
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
考

察
を
瑚
に
し
て
、
倭
国
伝
の
文
章
だ
け
に
つ
い
て
見
て
も
、
腸
帝
が

怒
っ
て
妹
子
等
を
却
け
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
表
わ
れ
て
は
い
な

い
。

　
⑬
に
つ
い
て
「
蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
者
（
礼
無
き
着
）
有
り
、
復
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⑯

た
以
っ
て
聞
す
る
勿
れ
し
と
い
う
読
み
方
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
読

み
方
で
は
コ
般
に
蛮
夷
の
書
に
は
無
礼
な
る
者
が
あ
る
し
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
腸
帝
が
倭
国
王
の
国
書
に
よ
っ
て
発
し
た
言
葉
と
し

て
は
適
当
な
読
み
方
で
は
な
い
。
中
国
観
念
か
ら
す
れ
ば
「
無
礼
な

る
も
の
が
有
る
」
か
ら
「
蛮
夷
」
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
倭

国
王
の
雷
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
も
し
こ
の
読
み
方
を
と
れ
ば
「
蛮
夷
」
の
書
は
こ
の
後
に
は

一
切
上
聞
さ
れ
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
文
章
は
や
は
り
「
蛮
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
し

の
書
、
無
礼
な
る
も
の
（
礼
無
き
も
の
）
有
ら
ば
、
復
た
以
っ
て
聞
す

る
こ
と
盗
れ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
』

二
、
目
所
出
・
日
所
入
と
申
国

　
中
国
文
献
で
は
天
文
現
象
・
時
刻
を
表
わ
す
と
き
は
「
日
出
・
宝
庫
」

を
用
い
、
地
域
・
方
向
関
係
で
は
「
日
出
・
日
入
」
を
用
い
、
　
「
日

出
」
に
対
し
て
「
日
没
」
　
「
口
入
」
に
は
区
別
が
あ
る
。
し
か
し
倭

国
王
の
国
書
の
「
日
出
処
・
日
没
処
」
は
後
者
の
地
域
・
方
向
関
係

を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
国
書
を
揚

帝
が
「
悦
ば
」
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
当
時
の

中
国
人
の
「
日
所
出
」
．
「
日
所
入
」
の
知
見
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
e
、
田
　
所
　
轟

　
『
芝
居
』
　
（
寒
鮒
）
厳
君
の
野
の
部
に
四
極
・
露
営
・
四
海
が
あ
げ

ら
れ
、
習
の
郭
瑛
の
注
に
よ
れ
ば
、
四
荒
（
甑
竹
・
北
、
韮
戸
・
南
、

西
王
母
・
西
、
日
下
・
東
）
は
四
海
（
九
夷
・
東
、
八
秋
・
北
、
七
戎
・
西
、

六
蛮
．
南
）
よ
り
外
に
あ
り
、
「
四
方
極
論
之
国
」
で
あ
る
四
極
よ
り

は
内
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は

「
四
方
昏
黒
米
国
」
で
あ
り
、
宋
の
邪
暴
の
疏
に
は
「
日
下
者
謂
日

所
出
処
、
其
下
之
国
」
と
あ
り
、
ま
た
四
荒
に
つ
い
て
は
「
謂
之
四

荒
淫
、
言
声
教
不
及
、
無
礼
儀
文
章
、
是
四
方
昏
荒
言
国
也
」
と
あ

る
。
　
『
爾
雅
』
の
説
明
は
四
方
の
国
々
を
図
式
的
に
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
　
「
日
所
出
処
」
で
あ
る
「
日
下
」
を
「
四
方
昏
荒
之
国
」

に
数
え
て
い
る
。
　
『
潅
南
子
』
（
巻
五
）
三
一
訓
の
五
位
に

　
　
東
方
三
極
、
自
隅
石
山
過
朝
鮮
、
貫
大
人
露
国
、
東
至
日
出
之
次
・
縛

　
　
木
之
地
・
青
墨
樹
木
之
野
、
大
尉
山
鼠
之
所
司
者
、
万
二
千
里

と
、
　
「
日
出
志
遺
篇
を
実
在
の
地
の
礪
石
・
朝
鮮
よ
り
は
る
か
彼
方

の
説
話
の
国
に
お
い
て
い
る
。
　
『
山
海
経
』
諸
篇
の
成
立
に
新
古
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
る
こ
と
に
は
説
が
あ
る
が
、
そ
の
成
立
が
も
っ
と
も
新
し
く
羅
漢

か
ら
海
螢
の
間
に
推
定
さ
れ
る
海
内
経
・
大
荒
経
の
う
ち
の
大
荒
菓

経
に
、
　
「
日
月
所
出
」
の
餌
が
五
ヵ
所
あ
り
、
ま
た
日
月
を
止
め
て
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そ
の
禺
入
を
調
節
し
、
そ
の
長
短
を
司
る
「
東
極
隅
」
も
あ
る
。
ま

た
大
荒
西
経
に
「
陰
月
繰
入
」
、
「
日
月
所
出
入
」
の
山
が
七
ヵ
所
あ

り
、
「
西
極
」
に
つ
い
て
日
月
星
辰
の
行
次
を
行
な
う
者
の
こ
と
も
述

べ
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
月
が
出
入
す
る
山
名
が
い
く
つ
か
出
て

い
る
の
は
、
季
節
に
よ
っ
て
日
月
の
出
入
す
る
山
名
が
異
な
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

あ
る
と
す
る
考
選
も
あ
る
が
「
清
の
都
酪
行
の
箋
疏
に
「
文
多
凌
雑
、

地
無
統
記
、
蓋
本
諸
家
記
録
、
非
一
手
所
成
故
也
」
、
ま
た
「
諸
文

重
複
雑
踏
、
馬
券
不
倫
、
蓋
作
者
非
一
人
、
書
成
非
一
家
故
也
」
と

あ
る
よ
う
に
、
そ
の
成
立
の
背
後
に
例
え
ば
前
掲
『
准
南
子
』
の
説

の
よ
う
な
種
類
の
雑
多
な
説
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
わ
せ
る
。
と
も

あ
れ
、
　
「
日
月
所
出
入
」
は
「
大
荒
」
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
い
ま
「
日
月
所
出
」
と
倭
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
と
、
大
荒

東
経
に

　
　
策
海
之
外
、
大
荒
之
中
、
有
山
名
田
大
言
、
三
月
所
出
、
有
丈
谷
山
者
、

　
　
有
大
人
之
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

と
あ
り
、
こ
の
「
大
人
粟
国
」
に
つ
い
て
の
信
認
の
注
に
、
腎
の
永

嘉
二
年
中
三
〇
八
）
に
捕
え
ら
れ
た
雷
鳥
か
ら
得
た
鉄
鎌
に
よ
っ
て
一

塁
五
尺
の
人
を
推
計
し
、
続
い
て
倭
国
人
が
風
に
遭
っ
て
大
海
の
外

に
流
さ
れ
、
大
人
国
に
至
っ
た
、
そ
こ
の
人
の
長
け
皆
丈
余
で
あ
っ
、

た
、
　
と
い
う
平
州
別
駕
高
会
の
話
が
載
せ
て
あ
る
。
　
中
国
で
は
倭

人
・
倭
国
の
住
所
・
位
置
に
つ
い
て
「
楽
浪
海
中
に
倭
人
有
り
」
（
『
漢

書
』
地
理
志
下
）
、
「
倭
は
韓
の
菓
南
の
大
海
中
に
在
り
」
（
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
）
、
・

「
倭
人
は
聖
遷
の
東
今
の
大
海
中
に
在
り
」
（
『
三
麟
志
』
鼠
紙
伝
）
、
「
倭

国
は
高
麗
の
東
南
の
大
海
中
に
在
り
」
（
棊
書
』
夷
蛮
徴
）
と
伝
え
る
の

で
あ
る
か
ら
、
郭
嘆
の
注
す
る
大
人
国
な
ど
の
あ
る
「
日
月
所
出
」

は
大
海
中
に
あ
る
倭
国
か
ら
さ
ら
に
大
海
を
へ
だ
て
た
彼
方
に
あ
る

わ
け
で
あ
る
。
　
『
通
物
』
辺
防
に
革
製
も

　
　
倭
国
、
一
名
日
本
、
在
中
国
直
東
、
扶
桑
国
復
在
倭
国
之
東
、
黒
虫
中

　
　
国
三
万
墨
、
蓋
近
曇
日
出
処

と
記
し
て
い
る
。

　
『
洛
陽
伽
藍
記
』
　
（
巻
五
）
に
よ
れ
ば
白
雲
が
西
方
に
使
い
し
て

神
亀
二
年
（
五
一
九
）
十
二
月
に
鳥
場
国
に
入
っ
て
そ
の
国
王
に
謁
見

し
た
と
き
の
こ
と
を

　
　
国
王
見
大
魏
使
宋
雲
来
、
拝
受
詔
書
、
語
人
間
宋
雲
竜
、
卿
是
日
出
人

　
　
か

　
　
也
、
宋
雲
答
日
、
我
国
東
界
有
大
海
水
、
日
出
其
中
、
実
直
来
旨

と
記
載
し
て
あ
る
。
r
昭
軽
風
本
で
は
「
卿
漢
画
出
処
人
也
」
と
な
る
。

「
鐙
革
来
旨
」
で
宋
雲
は
烏
場
国
王
が
中
国
を
指
し
て
「
日
出
（
処
）
」
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⑲

と
い
っ
た
の
を
肯
定
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
文
章
は
「
中
国
の

東
界
に
大
海
水
が
あ
り
、
日
は
そ
の
中
に
出
る
」
と
い
う
の
で
あ
り
、

宋
雲
自
身
は
中
国
そ
の
も
の
を
「
日
出
へ
処
）
」
と
思
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
当
時
の
中
国
人
の
知
見
か
ら
い
っ

て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
『
旧
唐
書
』
東
夷
伝
倭
国
・
瞬
本
管
の
条
に

　
　
日
本
国
者
、
倭
国
之
別
種
也
、
以
其
国
在
日
辺
、
潜
門
臼
身
為
名
、
或

　
　
日
、
倭
国
自
悪
子
名
不
猟
、
改
為
日
本

と
あ
り
、
　
『
新
菊
書
』
東
夷
伝
日
本
の
条
に
は

　
　
後
向
習
夏
音
、
悪
倭
名
、
調
号
田
本
、
使
者
直
言
、
国
近
日
所
出
、
以

　
　
為
名

と
あ
り
、
そ
の
後
に
前
者
で
は
「
或
云
、
日
本
旧
小
国
、
併
倭
国
旧

地
、
其
人
入
朝
者
、
多
自
傷
大
、
不
以
実
姉
、
故
中
国
戸
畑
」
と
あ

り
、
後
者
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
小
国
の
日

本
が
盲
信
を
併
せ
た
事
情
と
共
に
、
そ
の
国
が
「
在
日
辺
」
と
い
い
、

「
連
荘
所
毘
」
と
い
う
倭
使
の
説
明
は
、
　
「
日
所
出
」
に
つ
い
て
の

当
時
の
中
国
識
者
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
も
の
で

あ
っ
た
の
で
、
　
「
故
中
国
疑
焉
」
と
し
、
　
「
或
日
」
の
事
情
を
も
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

せ
記
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
『
漢
書
』
地
理
志
下
の
末
尾
の
分
野
の
燕
の
項
に
「
然
東
夷
天
性
柔

順
、
異
者
三
方
之
外
（
師
古
日
、
三
方
指
南
西
北
也
）
、
故
孔
子
悼
道
不

行
、
設
浮
於
海
、
欲
居
九
夷
、
有
以
也
夫
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
論

語
』
子
壷
篇
の
「
子
欲
居
九
夷
、
或
日
、
隔
、
如
之
何
、
子
日
、
君
子

居
之
、
何
碩
之
有
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
地
理
志
の
文

章
は
股
の
賢
人
箕
子
が
東
方
朝
鮮
に
逃
れ
て
土
民
を
教
化
し
た
こ
と

を
述
べ
、
　
「
可
下
煮
、
仁
賢
之
化
也
」
と
い
う
文
章
に
続
く
も
の
で

あ
り
、
ま
た
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
の
論
日
に
「
荷
政
之
所
暢
、
則
道

義
存
焉
」
と
あ
る
の
も
同
じ
趣
旨
で
あ
っ
て
、
と
も
に
道
義
の
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

は
中
国
に
あ
り
之
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
君
子
こ
れ
に
居
ら
ば
、
何

の
樋
か
こ
れ
有
ら
ん
」
と
読
む
べ
き
『
論
語
』
の
「
君
子
歯
噛
」
な
ど

に
よ
っ
て
、
東
方
に
「
君
子
国
」
を
想
定
す
る
説
話
も
あ
っ
た
。
わ

が
国
が
「
書
子
国
・
礼
儀
の
国
」
と
さ
れ
、
中
国
に
よ
り
ょ
く
知
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
遣
唐
使
の
派
遣
が
重
ね
ら
れ
て
か
ら
後

の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
の
玄
宗
の
御
製
送
日
本
使
に

「
日
下
非
高
嶺
、
天
中
嘉
会
舘
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
「
四
方
昏
荒

愈
々
」
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
た
「
殊
俗
」
の
「
日
下
」
が
「
殊
俗
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

非
ず
」
と
評
価
さ
れ
る
に
合
っ
た
。
藤
代
の
寒
国
が
わ
が
国
に
つ
い

て
理
解
を
よ
り
深
め
る
と
共
に
、
わ
が
国
も
ま
た
中
国
と
の
交
渉
に
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響出処天子と日没処天子（増村）

経
験
を
積
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
⇔
、
日
　
所
　
入

　
課
試
の
「
墾
空
」
が
あ
っ
て
か
ら
、
西
方
と
の
交
渉
が
い
よ
い
よ

盛
ん
に
な
り
、
中
国
人
の
藤
方
地
域
に
つ
い
て
の
知
見
が
い
ち
じ
る

し
く
増
す
に
至
っ
た
。
　
『
史
記
』
大
自
伝
は
張
籍
の
遠
征
後
の
早
い

時
期
の
知
識
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
司
馬
遷
は
そ
の
論
賛
に

お
い
て
黄
河
の
河
源
を
な
し
、
日
月
が
あ
い
避
隠
す
る
と
伝
え
ら
れ

た
箆
岩
山
の
存
在
を
否
定
し
て

　
　
禺
本
紀
言
、
河
出
箆
播
、
箆
雛
其
高
二
千
五
群
青
里
、
日
月
所
相
避
隠

　
　
為
光
明
也
、
其
上
寸
話
泉
・
琉
池
、
今
自
張
憲
北
大
夏
之
後
也
、
窮
河

　
　
源
、
悪
階
本
紀
所
調
紅
痛
者
乎
、
故
言
九
州
仁
川
、
尚
書
望
粥
　
、
至

　
　
萬
本
紀
・
山
海
経
所
有
怪
物
、
余
勢
憾
言
之
也

と
言
い
、
九
州
の
山
川
を
い
う
も
の
は
『
尚
書
』
が
こ
れ
に
近
い
と
、

「
雅
馴
な
ら
ざ
る
も
の
」
を
し
り
ぞ
け
る
そ
の
持
論
を
こ
こ
で
も
述

べ
て
い
る
。
司
馬
遷
の
言
葉
の
う
ち
に
は
、
漢
使
が
き
わ
め
た
と
い

う
黄
河
の
発
源
す
る
干
旗
の
南
方
の
山
　
　
こ
れ
は
誤
解
で
あ
っ
た

が
一
を
、
武
帝
が
古
図
書
を
案
じ
て
改
め
て
「
毘
裾
」
と
名
づ
け
た

こ
と
に
つ
い
て
の
不
満
の
意
さ
え
汲
み
と
ら
れ
、
中
国
の
底
辺
ほ
ど

遠
く
な
い
所
に
考
え
ら
れ
て
い
た
「
日
月
あ
い
避
隠
」
す
る
箆
儲
の

　
　
⑳

存
在
は
、
前
一
世
紀
に
司
馬
遷
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
た
。

　
『
山
海
経
』
の
諸
篇
の
う
ち
、
そ
の
成
立
が
古
く
司
馬
遷
以
前
に

考
え
ら
れ
て
い
る
三
蔵
山
詞
の
西
山
経
西
次
憲
経
の
「
西
の
か
た
日

の
入
る
所
を
望
む
」
山
で
あ
る
「
拗
山
」
は
、
郭
嘆
が
「
今
回
煙
郡

に
在
り
」
と
注
す
る
コ
ニ
危
之
山
」
か
ら
、
そ
こ
に
出
て
い
る
里
数

を
合
計
し
て
も
八
百
三
十
里
の
所
に
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
西
方
の
山
で

は
な
い
。
ま
た
郭
瑳
が
「
日
没
、
所
入
山
也
」
と
注
す
る
三
次
四
経

の
「
俺
磁
之
山
」
は
「
今
朧
酉
首
陽
県
の
南
方
に
在
り
」
と
注
す
る

「
野
鼠
同
穴
之
山
」
の
西
南
三
百
六
十
里
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
司
馬
遷
は
こ
の
『
山
海
経
』
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
漢
書
』
西
域
伝
に
は
鳥
ざ
山
立
国
に
つ
い
て
、
長
安
を
去
る
こ

と
万
二
干
二
百
里
、
観
護
の
治
断
ま
で
六
十
日
と
、
そ
の
距
離
を
示

し
、
さ
ら
に
西
は
黎
軒
・
良
心
と
接
す
、
行
く
こ
と
百
余
貝
に
し
て

西
海
に
臨
む
条
垂
直
に
至
る
と
、
そ
の
二
方
諸
国
と
の
位
鐙
関
係
を

示
し
た
後
に

　
　
安
息
長
老
伝
聞
、
下
支
有
送
水
・
西
王
母
、
亦
未
嘗
見
受
、
自
条
々
乗

　
　
水
西
行
百
余
日
、
近
黛
所
入
云

と
伝
え
て
い
る
。
条
支
よ
り
西
行
「
百
余
日
」
が
、
古
い
『
漢
書
』

で
は
「
二
百
余
臼
」
に
作
っ
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
に
掲
げ
る
引
用
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文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
「
臼
の
入
る
所
に
近
し

と
云
」
う
と
こ
ろ
は
、
玉
門
・
陽
関
か
ら
南
道
に
出
で
、
都
善
を
歴

て
南
即
し
、
鳥
ざ
山
離
に
至
っ
て
南
道
の
極
ま
る
、
絶
遠
に
し
て
漢

使
も
要
れ
に
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
烏
遠
山
離
国
か
ら
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
西
方
に
あ
る
条
国
国
よ
り
は
る
か
彼
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
漢
か
ら
後
漢
へ
と
時
代
が
推
移
す
る
に
つ
れ
て
、
中
国
と
西
方

地
域
と
の
交
渉
は
さ
ら
に
進
展
し
、
中
国
人
の
知
見
の
範
囲
は
い
よ

い
よ
拡
大
し
た
。
前
世
漢
使
は
み
な
烏
ざ
よ
町
還
り
、
望
薄
に
至
る

者
が
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
後
漢
の
三
軒
の
永
元
九
年
（
九
七
）
に
西

域
都
護
班
超
に
よ
る
大
秦
へ
の
露
盤
が
あ
り
、
使
者
甘
英
は
条
支
に

ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。
甘
藷
は
大
海
に
臨
ん
で
航
海
の
困
難
を
知

り
、
ひ
き
返
し
て
大
秦
に
は
行
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
桓
帝
の
下

下
九
年
（
一
六
七
）
に
は
大
二
王
安
敦
の
遣
わ
し
た
使
節
と
い
う
の
が

臓
南
園
外
か
ら
通
じ
来
っ
た
の
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』

西
域
伝
に
は
そ
れ
ら
の
大
秦
国
関
係
の
こ
と
を
記
し
た
後
に

　
　
或
云
、
其
国
西
有
望
水
・
流
沙
、
近
西
王
母
所
居
処
、
幾
於
臼
所
入
也
、

　
　
漢
書
云
、
従
黒
子
西
行
二
百
露
華
、
近
賢
所
四
馬
則
与
購
書
異
調

と
あ
る
。
地
名
の
比
定
な
ど
に
お
い
て
は
「
百
余
日
」
と
「
二
百
余

日
」
の
相
違
は
重
視
す
べ
き
で
あ
っ
て
も
、
私
が
あ
つ
か
う
事
柄
で

は
こ
の
相
違
は
問
題
に
し
な
い
で
よ
い
。
ま
た
『
三
国
虚
心
」
烏
丸
鮮

卑
・
東
夷
伝
に
注
す
る
『
魏
略
』
西
戎
伝
に
は
、
前
世
謬
っ
て
夢
野

を
大
秦
の
西
に
在
り
と
為
し
た
が
、
今
そ
の
実
は
東
に
在
り
、
前
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

ま
た
謬
っ
て
〔
難
場
を
〕
安
息
よ
り
強
い
と
し
た
が
、
今
は
更
っ
て

こ
れ
に
役
属
し
、
安
息
の
西
界
と
為
る
、
と
い
う
事
情
を
述
べ
、
続

い
て

　
　
前
世
又
謬
以
為
弱
水
道
条
支
西
、
今
弱
水
管
大
秦
西
、
前
世
又
謬
以
為

　
　
七
条
支
西
行
二
百
余
日
、
近
日
所
入
、
今
従
大
秦
西
、
近
日
細
入
，

と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
前
漢
の
知
識
の
誤
り
が
そ

れ
以
後
の
知
見
に
よ
っ
て
正
さ
れ
て
お
り
、
前
漢
に
は
条
譲
国
は
遠

い
彼
方
の
国
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
条
支
国
に
漢
の
使
者
が
往
復
し
、

さ
ら
に
酉
方
の
大
秦
寺
か
ら
の
使
者
と
い
う
の
が
来
朝
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
　
「
臼
の
入
る
所
に
近
い
」
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
西
方
の
大
秦
国
よ
り
も
は
る
か
彼
方
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が

知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
史
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
二
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

紀
・
三
世
紀
ご
ろ
の
中
国
人
識
者
の
知
識
で
あ
る
。

　
『
洛
陽
伽
藍
記
』
（
巻
四
）
永
明
寺
の
条
に
「
百
国
沙
門
三
干
余
人
、

西
域
二
者
乃
至
大
秦
、
尽
天
地
之
西
睡
」
と
あ
る
。
こ
の
遠
い
西
方

の
大
下
馬
に
つ
い
て
『
北
史
』
西
域
伝
に
は
、
そ
の
国
の
位
置
を
条
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支
か
ら
西
の
か
た
海
面
を
渡
る
こ
と
｛
万
里
、
代
を
去
る
こ
と
蕊
万

九
干
四
百
里
と
示
し
、
　
「
其
海
淺
出
、
猶
渤
海
也
、
而
東
西
与
渤
海

相
槌
、
蓋
自
然
亘
理
」
と
、
極
限
に
お
い
て
東
・
西
あ
い
望
む
関
係

に
あ
る
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
「
自
然
心
理
」
を
述
べ
た
後
に

　
　
於
彼
国
観
日
月
星
辰
、
無
異
中
国
、
而
前
史
云
、
条
支
西
行
百
里
厨
入

　
　
処
、
和
平
遠
　

と
記
し
て
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
「
日
の
入
る
所
に
近
い
」
と
こ
ろ

を
古
本
『
漢
書
』
で
は
条
支
か
ら
「
西
行
二
百
余
輩
」
と
し
、
今
本

で
は
「
西
行
百
余
日
」
に
作
り
、
条
支
か
ら
「
西
行
百
里
」
の
所
を

「
日
入
処
」
と
し
た
前
史
は
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
西
方
の
大
秦
国

に
お
い
て
も
日
月
星
辰
は
中
園
に
お
い
て
観
る
と
同
じ
で
あ
る
と
す

る
。　

『
北
史
』
の
撰
者
李
延
寿
の
生
瀬
年
は
不
明
な
が
ら
、
そ
の
在
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

年
代
は
ほ
ぼ
推
知
で
き
る
。
ま
た
『
潮
通
』
（
巻
｝
、
六
家
）
に
劉
知
幾

は
「
皇
家
顕
慶
中
、
符
璽
郎
朧
西
李
延
寿
抄
撮
近
代
諸
史
、
　
（
中
略
）

号
日
南
北
史
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
南
北
史
の
編
述
は
唐
の
高
宗

の
顕
慶
年
間
（
六
五
六
一
六
六
〇
）
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
南
北
朝
の

諸
事
を
「
抄
撮
」
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
は
「
多
く
旧
事
を
識

っ
て
い
た
」
父
太
師
の
も
の
を
受
け
つ
い
だ
の
で
あ
る
か
ら
（
『
新
唐

書
』
巻
百
二
、
李
延
寿
伝
）
、
『
北
史
』
頭
域
伝
の
伝
え
る
と
こ
ろ
を
唐
初

七
世
紀
の
知
識
と
し
て
年
代
を
下
げ
て
考
察
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
。

　
漢
語
時
代
に
西
域
の
心
血
に
「
大
秦
」
と
呼
ば
れ
る
仙
境
に
類
し

た
豊
楽
の
国
が
存
在
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
説
が
あ
る
。

し
か
し
大
秦
国
に
つ
い
て
は
『
魏
略
』
西
戎
伝
の
大
秦
国
の
条
に

　
　
其
俗
、
人
長
大
平
正
、
似
中
国
人
而
胡
服
、
自
尊
、
本
中
国
一
別
也

と
あ
り
、
　
『
北
史
』
西
域
伝
に
も

　
　
其
人
端
正
長
大
、
衣
服
車
旗
擬
申
国
、
故
外
域
謂
之
大
秦

と
あ
る
文
章
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
中
国
の
主
体
性

を
失
う
仕
方
に
お
い
て
、
西
方
に
中
国
よ
り
優
れ
た
「
大
秦
国
」
の

存
在
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
⇔
、
中
　
　
　
国

　
漢
民
族
が
自
ら
の
住
む
地
域
・
国
を
華
夏
・
諸
夏
な
ど
と
共
に
、

中
華
・
中
夏
・
中
国
・
中
州
・
中
土
・
中
原
・
中
朝
な
ど
と
称
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
中
夏
は
四
畜
・
四
荒
に
対
称
さ
れ
（
『
後
漢

書
』
割
譲
伝
．
同
書
馬
融
伝
）
、
中
土
は
荒
畜
に
対
称
さ
れ
る
よ
う
に
（
『
洛

陽
伽
藍
記
恥
巻
一
）
、
中
夏
・
中
土
は
天
下
の
中
心
を
な
し
て
お
り
、
そ

こ
は
文
化
の
開
け
た
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
者
は
優
れ
た
者
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
杜
佑
の
『
通
典
』
辺
垂
の
序
に
「
定
心
之
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内
、
属
月
所
臨
、
華
鶴
居
土
中
、
生
物
受
気
正
」
と
あ
る
の
は
、
そ

の
事
情
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
中
国
の
天
子
は
あ
ま
ね
く
天

下
に
君
臨
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
た
。
　
『
史
記
』
五
帝
本
紀
の
帝
纈

頚
紀
に
「
動
静
之
物
、
小
包
之
神
、
日
月
所
照
、
莫
不
二
属
」
と
あ

り
、
　
『
瓦
書
』
揚
帝
紀
下
に
大
業
十
年
（
六
一
四
）
二
月
高
句
麗
征
伐

に
つ
い
て
の
詔
に
「
欝
臨
天
下
、
日
月
砂
粒
、
風
雨
仁
恕
、
敦
非
我

臣
」
と
あ
る
。
　
「
日
月
所
照
」
が
天
子
に
服
属
す
る
す
べ
て
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ち

と
共
に
、
ま
た
「
日
月
所
出
入
」
が
天
下
の
さ
い
は
て
で
あ
っ
た
。

『
後
漢
書
』
南
蛮
・
酉
南
夷
伝
の
難
論
の
論
に

　
　
漢
氏
征
伐
戎
狭
、
有
事
辺
遠
、
蓋
亦
与
王
業
而
終
始
爽
、
翌
於
傾
没
彊

　
　
垂
、
轡
師
敗
将
者
、
不
出
歳
時
、
卒
能
開
四
夷
聴
唖
、
欺
長
池
之
附
、

ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
つ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
り
　
　
　
も

　
　
若
隠
文
約
之
所
典
範
、
風
声
難
所
周
流
、
幾
麗
日
所
出
入
処
也
、
出
自

　
　
山
廊
水
溶
者
、
亦
上
江
焉

と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
日
出
∵

「
圧
入
」
が
天
下
の
辺
境
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
文
章
と
し
て
は
、

『
本
書
』
（
巻
六
十
七
）
斐
矩
伝
に
そ
の
罫
書
の
『
西
域
叢
記
』
の
序

を
載
せ
て

　
　
皇
上
（
陽
帝
）
耳
偏
託
物
、
無
指
導
夷
、
率
土
贈
黎
、
莫
不
慕
化
、
風

　
　
行
所
及
、
日
入
以
来
、
職
貢
皆
通
、
無
遠
不
致

と
あ
り
、
明
の
論
宗
の
万
細
工
十
三
年
（
慶
長
五
年
、
一
五
九
五
）
豊

臣
秀
吉
を
「
田
本
国
玉
に
封
ず
る
制
書
」
に

　
　
帝
命
薄
将
、
臓
海
瀬
日
出
、
圏
不
率
韓

と
あ
る
。
前
者
は
『
西
域
図
記
』
で
あ
る
か
ら
「
見
入
以
来
」
と
あ

る
の
で
あ
り
、
後
春
は
後
世
の
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
文
章
は
古
典

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
中
国
に
あ
っ
て
天
下
に
君
臨
す
べ
き
皇
帝
が
「
日
入
之

部
」
か
ら
中
国
の
天
子
を
「
日
出
主
」
と
呼
称
し
た
歌
詩
を
嘉
納
し

た
事
実
が
あ
る
。
『
後
漢
書
』
南
蛮
・
西
南
遠
回
の
搾
鼻
塞
の
条
に
、

明
帝
の
永
平
中
（
五
八
一
七
五
）
に
益
州
刺
史
朱
鷺
の
緩
撫
に
よ
っ
て
、

白
狼
な
ど
の
頭
嚢
百
廻
国
が
臣
僕
と
称
し
て
奉
貢
し
た
と
き
、
夙
白
狼

王
ら
は
「
魚
蝋
石
越
歌
論
」
「
選
挙
驚
倒
歌
詩
」
「
遠
夷
嘉
徳
歌
」
を

献
じ
た
。
明
帝
は
こ
れ
を
嘉
し
て
史
官
に
下
し
て
記
録
せ
し
め
た
の

で
、
そ
れ
ら
の
歌
意
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
専
管
は
夷

人
の
本
語
で
歌
わ
れ
た
も
の
を
土
語
に
通
じ
た
上
童
郡
豫
の
田
子
な

る
者
が
図
書
に
重
訳
訓
離
し
た
と
い
い
、
　
『
後
漢
書
』
の
本
文
に
は

華
言
の
訳
の
方
が
載
せ
ら
れ
、
夷
言
の
方
は
各
句
ご
と
に
注
す
る
李

賢
の
注
に
よ
っ
て
見
ら
れ
、
両
者
合
せ
て
『
東
観
漢
記
』
に
収
め
ら

れ
た
と
い
う
夷
人
の
歌
詩
の
形
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
華
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言
の
歌
詩
の
文
辞
は
す
で
に
重
訳
訓
説
を
経
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
発
想
も
類
型
的
で
あ
る
が
、
　
「
遠
夷
慕
徳
歌
詩
」
の
初
め
に
は

　
　
蛮
夷
所
処
、
日
入
之
部
、
慕
義
塾
化
、
帰
日
出
主

と
あ
る
。
こ
の
「
日
入
」
・
「
日
出
」
の
対
照
は
中
国
的
な
発
想
で
は

な
く
、
夷
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
歌
詩
を

も
明
帝
が
嘉
納
し
た
の
は
、
西
方
極
遠
の
辺
地
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
が
中
国
で
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
「
日
入
」
を
自
ら
の
所
と
し

て
、
遠
夷
が
「
渉
危
歴
険
、
不
遠
万
里
、
商
客
帰
徳
、
三
帰
慈
母
」

と
歌
っ
て
貢
献
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
洋
弓
氏
の
貢
献
に
も

比
す
べ
き
西
南
夷
の
慕
義
貢
献
の
あ
っ
た
永
平
十
七
年
（
七
四
）
に

は
、
甘
露
し
き
り
に
降
り
、
寒
雀
京
師
に
集
ま
る
祥
瑞
が
あ
り
、
ま

た
西
域
諸
国
が
遣
使
入
侍
し
た
た
め
に
、
公
卿
百
官
が
朝
堂
に
黒
門

上
寿
し
た
の
で
あ
っ
て
、
　
「
遠
夷
」
の
献
じ
た
年
金
の
表
現
の
多
少

の
字
句
に
こ
だ
わ
る
ま
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
北
史
』
西
域
伝
波
斯
国
の
条
に

　
　
神
亀
中
、
其
国
使
使
上
書
貢
物
云
、
大
国
天
子
、
天
然
所
生
、
願
日
出

　
　
処
、
常
為
下
中
天
子
、
波
斯
国
王
居
和
多
、
千
万
敬
拝
、
朝
廷
嘉
納
之

と
あ
る
。
　
『
魏
書
』
粛
宗
孝
明
帝
紀
の
神
亀
元
年
（
五
一
八
）
閣
七
月

瀟
瀟
の
条
に
「
波
斯
・
単
項
・
鳥
藍
・
亀
藪
諸
圏
、
並
駅
使
朝
質
し
と

あ
る
の
で
、
波
斯
国
王
居
和
多
の
遣
使
は
神
亀
元
年
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
、
屠
和
多
は
サ
サ
ン
朝
の
カ
バ
ド
一
世
（
囚
喫
銭
げ

罫
四
八
八
－
五
三
一
）
に
比
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
波
斯
国
王
の
上
書
に
つ
い
て
は
栗
原
朋
儒
氏
に
考
説
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
波
斯
国
王
は
そ
の
上
書
に
お
い
て
自
ら
を
「
中
天

子
」
と
卑
称
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
日
出
処
」
の
大
国
北
魏
の
天
子
を

「
大
天
子
」
と
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
中
天
子
」
の
波
斯
は

「
日
没
処
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
大
天
子
・
碍
出
処
」

と
「
中
天
子
・
日
没
処
」
の
対
称
の
う
ち
に
優
劣
の
意
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
た
め
に
、
魏
廷
は
波
斯
国
王
の
上
書
を
嘉
納
し
た
の
で
あ
る

と
説
明
し
、
こ
の
事
実
を
倭
国
王
の
国
書
に
合
せ
て
解
釈
し
、
倭
国

王
の
国
書
も
日
本
を
優
位
に
、
晴
を
次
位
に
見
立
て
て
あ
り
、
自
ら

を
「
臼
出
処
天
子
」
と
称
し
、
蝪
帝
を
「
日
没
処
天
子
」
と
見
下
げ

て
あ
っ
た
の
で
、
少
く
と
も
二
藍
は
そ
う
解
釈
し
て
不
機
嫌
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
、
そ
の
説
明
の
主
旨
で
あ
っ
た
と
理
解

す
る
。
餅
原
氏
の
考
説
は
国
書
の
形
式
、
倭
国
王
の
称
号
な
ど
の
論

拠
を
も
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
あ
る
が
、
右
の
波
斯
国
王
の
上
書
の
説
明
に
は
従
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
波
斯
国
王
の
上
書
の
読
み
は
「
中
天
子
」
が
下
の
波
重
岡
王
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居
和
多
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
前
掲
引
用
の
句
読
の
よ
う
に
「
漢

中
天
子
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
　
「
願
日
出
処
、
常
為
命
中
天
子
」
を

一
句
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
波
斯
国

王
の
上
書
は
栗
原
氏
の
考
説
の
よ
う
な
形
で
は
、
倭
国
王
の
国
書
を

考
察
す
る
直
接
の
資
料
に
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後

に
榎
一
雄
氏
に
も
栗
原
説
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
榎
民

の
要
旨
を
『
史
学
雑
誌
』
の
史
学
会
大
会
記
事
に
よ
っ
て
見
る
と
、
そ

の
指
摘
の
中
心
も
「
願
日
出
処
、
常
銀
漢
中
天
子
波
斯
国
王
」
の
辞
句

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
は
私
も
岡
じ
意
見
で
あ
る
が
、
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

斯
国
王
の
上
書
を
「
願
わ
く
は
日
出
の
処
常
に
二
面
の
天
子
た
ら
ん
、

波
斯
国
王
居
和
多
、
千
万
敬
拝
す
と
読
」
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
解

し
が
た
い
文
章
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
栗
原
氏
の
読
み
の
「
願
わ
ぐ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

日
出
処
は
常
に
漢
（
中
国
）
た
れ
」
（
『
朝
日
新
聞
』
）
も
解
し
が
た
い
も

の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
上
書
は

　
　
大
国
の
天
子
は
天
の
生
む
所
、
願
わ
く
は
日
出
ず
る
処
は
、
常
に
漢
中

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
天
子
の
為
め
に
あ
れ
（
為
め
に
あ
ら
ん
こ
と
を
）

と
読
む
べ
き
こ
と
を
、
私
は
今
年
十
一
月
四
日
の
昭
和
四
十
二
年
度

東
洋
史
談
話
会
大
会
（
京
都
大
学
法
経
第
七
教
室
）
に
お
い
て
本
稿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍵

要
旨
を
発
表
し
た
と
き
に
述
べ
た
。
も
し
「
願
わ
く
は
臼
出
処
は
常

に
漢
（
中
国
）
た
れ
」
の
意
味
に
読
む
と
す
れ
ば
一
そ
の
文
章
も

お
か
し
い
が
、
前
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
中
国
の
観

念
で
は
「
日
出
処
」
は
天
下
の
周
縁
地
域
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
讃
辞
と
は
な
ら
ず
、
し
か
も
「
中
天
子
」
に
せ

よ
「
天
子
」
と
自
称
す
る
者
の
国
書
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
魏
廷
が

「
嘉
納
」
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
波
斯
国
王

の
上
書
は
も
と
は
土
語
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
が
、
漢
訳
さ
れ
、

そ
れ
が
要
約
さ
れ
て
史
書
に
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
繋
累

天
子
」
は
李
朝
側
と
し
て
は
「
中
国
中
原
の
天
子
」
の
意
味
に
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
波
斯
国
は
神
亀
元
年
の
遣
使
の
後
に
正
光
二
年
（
五
二
一
）
・
三
年

と
連
続
し
て
北
魏
に
遣
使
し
た
ほ
か
、
南
朝
梁
の
武
帝
の
中
大
通
二

年
（
五
三
〇
）
・
大
同
元
年
（
五
三
五
）
に
使
節
を
遣
わ
し
た
の
で
、
そ

の
時
中
国
に
南
北
両
政
権
が
対
立
し
て
い
る
実
情
を
目
の
あ
た
り
に

知
見
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
波
斯
国
の
北
魏
へ
の
遣
使
は
神

亀
元
年
（
五
一
八
）
が
初
め
で
は
な
く
、
　
『
静
寧
』
本
紀
に
よ
れ
ば
文

成
帝
の
太
安
元
年
（
四
五
五
）
十
月
・
和
平
二
年
（
四
六
一
）
八
月
、
献

文
豆
の
天
安
元
年
（
四
六
六
）
三
月
・
皇
興
二
年
（
四
六
八
）
四
月
、
孝
文
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帝
の
公
明
元
年
（
四
七
六
）
二
月
、
宜
武
帝
の
正
始
四
年
（
五
〇
七
）
十

月
と
数
多
い
遣
使
朝
貢
の
事
実
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら

く
波
斯
国
で
は
神
亀
遣
使
の
以
前
に
す
で
に
魏
朝
が
中
国
の
「
北
朝
」

で
あ
る
事
態
を
知
っ
て
い
て
、
し
か
も
「
日
出
ず
る
処
は
常
に
中
国

天
子
の
忌
め
に
あ
れ
」
と
い
う
讃
辞
を
呈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
後
や
が
て
南
朝
に
通
好
し
た
の
も
、
そ
の
烈
士
政
策
の
た
め

の
中
国
接
近
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
こ
れ
を
魏
朝
旦
か
ら
み
れ
ば
、

現
実
に
南
方
に
対
立
政
権
が
存
在
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
遠
く
西
方

の
波
帝
王
が
よ
せ
た
上
書
の
「
願
日
出
処
、
常
…
汚
行
中
天
子
」
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も

言
は
、
中
国
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
「
日
出
ず
る
き
わ
み
ま
で
、
す
べ

て
中
国
天
子
の
認
め
に
あ
れ
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
れ
は
十
分
に
嘉
納
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
中
国
人
の
「
中
国
」
、
及
び
「
日
所
出
」
・
「
日
所

入
」
の
観
念
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
日
出
処
天
子
」
・
「
日

没
処
天
子
」
を
隔
廷
に
お
い
て
「
東
の
天
子
」
・
「
西
の
天
子
．
」
の
対

称
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
対
等
」
の
意
味
に
理
解
す
る
は
ず
は
な
く
、

ま
し
て
中
国
を
「
対
等
以
下
」
に
考
え
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
も
次

節
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
中
国
体
制
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
異
民

族
の
君
長
に
「
天
子
」
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

倭
国
王
の
自
称
す
る
「
日
出
処
天
子
」
は
極
東
の
痛
罵
の
「
天
子
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
沐
猴
に
し
て
冠
す
る
」
と
も
、
　
「
夜
郎
自
大
」

と
も
解
し
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
　
「
日
没
処
天
子
」
は
中
国
を
「
日
没

処
」
と
は
考
え
な
い
晴
朝
で
は
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
り
、
倭
国
王
の
国
書
は
晴
廷
で
は
非
常
識
な
も
の
と
思
わ
れ
た

で
あ
ろ
う
。
　
外
山
軍
治
氏
は
国
書
に
敬
語
的
要
素
が
な
く
、
　
ま
た

「
致
書
」
の
文
字
が
使
用
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
書
の
文
章
を

非
常
識
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
届
書
」
に
は
使
用
例
が
あ

る
か
ら
と
も
か
く
（
後
述
参
照
）
、
私
は
す
で
に
そ
の
前
の
「
日
出
処

天
子
」
・
「
臓
没
処
天
子
」
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

三
、
申
国
体
制
と
「
天
子
」

　
こ
こ
で
、
西
嶋
定
生
氏
の
論
説
の
う
ち
に
言
い
及
ん
で
あ
っ
た
中

国
切
秩
序
体
制
で
あ
る
冊
封
体
舗
の
性
格
と
し
て
、
層
群
の
君
長
を

中
国
と
同
じ
く
「
天
子
」
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た

か
、
そ
の
称
号
い
か
ん
は
中
国
王
朝
の
秩
序
体
制
の
外
に
あ
る
問
題

で
あ
っ
た
か
、
ど
う
か
、
を
検
討
す
る
。

　
倭
国
王
の
国
書
に
近
い
事
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
　
『
階
…
書
』
突
蕨
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伝
に
階
の
文
帝
の
開
皇
四
年
（
五
八
四
）
突
厭
沙
鉢
略
可
汗
摂
図
か
ら

階
帝
に
送
ら
れ
た
国
書
を
次
の
よ
う
に
載
せ
て
い
る
。

　
　
辰
年
九
月
十
六
同
、
従
天
養
、
大
突
．
甑
以
天
下
賢
聖
天
子
、
伊
利
繭
篭
設

　
　
莫
何
始
波
羅
可
汗
、
葉
書
大
晴
皇
帝
、
郷
人
開
臆
徐
平
和
至
、
．
辱
告
言

　
　
謡
曲
聞
也
、
皇
帝
是
婦
父
、
溜
息
翁
、
此
是
女
夫
、
霊
感
児
、
例
両
境

　
　
雛
殊
、
情
義
是
一
、
今
重
畳
親
囲
、
子
子
孫
孫
、
乃
至
万
世
不
断
、
上

　
　
天
為
証
、
終
不
器
量
、
立
涌
所
有
鞍
馬
、
都
是
皇
帝
畜
生
、
彼
有
高
繰
、

　
　
都
是
等
物
、
彼
此
溶
鉱
異
也

　
沙
給
血
可
汗
は
そ
の
可
賀
敦
が
も
と
周
室
の
出
で
あ
っ
た
の
で

（
北
周
の
千
金
公
主
、
置
文
氏
）
、
楊
氏
に
う
ば
わ
れ
た
周
室
の
た
め
に

復
讐
せ
ん
と
し
て
階
に
入
冠
し
た
。
階
は
長
城
を
修
復
し
、
辺
備
を

固
め
た
。
両
者
の
問
に
勝
敗
は
あ
っ
た
が
、
突
恢
内
部
の
紛
争
の
た

め
に
沙
鉢
可
汗
は
附
に
援
助
を
求
め
、
可
賀
敦
も
ま
た
姓
を
楊
氏
に

改
め
文
旦
の
女
た
ら
ん
こ
と
を
請
う
た
。
文
帝
は
懐
柔
の
た
め
に
徐

平
和
を
遣
わ
し
て
こ
れ
を
許
し
た
。
突
恢
可
汗
の
国
書
は
そ
の
事
実

を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
晴
帝
と
突
厭
可
汗
は
「
皇
帝
毒
婦
父
、

即
是
翁
、
此
是
女
夫
、
即
三
児
』
と
い
う
間
柄
に
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
国
書
の
文
言
は
中
国
側
か
ら
い
え
ば
孝
順
の
態
度
と
解
し
う
る

も
の
で
は
な
い
。
外
山
氏
に
よ
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
「
致
書
」
は

こ
の
文
書
に
も
見
ら
れ
る
。
突
恢
可
汗
の
国
書
に
対
す
る
文
語
の
艶

書
は

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
大
階
天
子
、
証
書
大
難
．
豚
伊
利
倶
櫨
設
莫
何
沙
門
略
可
汗
、
艶
書
知
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
有
好
心
向
此
也
、
既
是
学
監
略
無
謬
、
今
日
着
沙
錘
重
、
共
鶴
岡
不
異
、

　
　
既
以
親
圏
厚
意
、
常
衣
之
外
、
今
特
別
遣
大
臣
虞
慶
則
、
前
面
霜
女
、

　
　
復
看
沙
鉢
略
也

で
あ
っ
た
。
　
『
階
書
』
（
巻
陽
十
）
虞
慶
則
伝
、
（
巻
五
十
一
）
長
孫
晟

伝
に
よ
れ
ば
、
突
恢
可
汗
の
要
請
に
よ
っ
て
特
選
に
重
臣
を
派
遣
し

て
正
式
に
可
賀
敦
に
対
す
る
楊
姓
の
下
賜
と
大
義
公
主
に
改
封
の
命

を
伝
え
し
め
た
の
で
あ
る
。
階
使
が
も
た
ら
し
た
詔
書
で
は
、
さ
す

が
に
突
厭
可
汗
を
「
天
子
」
と
は
言
わ
ず
、
そ
の
内
容
を
見
て
も
中

国
皇
帝
の
立
場
を
堅
持
し
て
お
り
、
　
「
戯
書
」
に
対
し
て
「
三
冠
」

の
文
字
を
使
用
し
て
あ
る
。
前
掲
両
伝
、
及
び
突
磯
伝
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
階
に
抗
礼
せ
ん
と
欲
し
、
詔
書
を
奉
ず
る
に
起
拝
を
肯
じ
な

か
っ
た
可
汗
が
、
中
国
使
節
に
叢
論
さ
れ
て
穎
脆
し
て
璽
書
を
受
け

⑫た
。
そ
の
後
さ
ら
に
突
恢
の
内
部
事
情
も
あ
っ
て
、
沙
魚
略
可
汗
は

「
大
面
鼠
鳴
利
心
意
設
始
波
羅
莫
何
可
汗
、
臣
三
図
」
と
臣
・
名
を

　
　
　
　
　
お
も
う
に

称
し
、
　
「
籟
以
、
天
無
主
日
、
土
無
二
主
、
正
面
大
宝
皇
帝
、
真

皇
帝
也
」
と
述
べ
、
長
く
面
付
と
な
り
、
侍
干
を
入
朝
せ
し
め
、
朝
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貢
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
文
理
は
一
宇
可
汗
に
「
詔
答
諸
事
、
並
不

称
其
名
、
以
異
之
」
の
待
遇
を
与
え
、
郊
・
願
に
告
げ
、
下
心
し
て
階

と
突
阪
が
君
臣
と
な
り
、
一
体
と
な
っ
た
こ
と
を
天
下
に
知
ら
し
め

た
。
極
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
こ
の
よ
う
に
し
て
結
末
が
つ
い

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
同
様
の
薯
例
は
古
く
に
も
あ
る
。
　
『
史
記
』
南
鳳
至
、
　
『
漢
書
』

丙
南
夷
・
草
摘
、
・
朝
鮮
伝
に
よ
れ
ば
、
即
身
は
高
帝
の
十
～
年
（
前

一
九
六
）
南
越
王
に
冊
立
さ
れ
て
後
、
高
后
の
五
年
（
前
一
八
三
）
に
、

貿
易
制
限
を
受
け
た
こ
と
か
ら
自
立
し
て
「
南
越
武
帝
」
（
『
漢
謹
．

南
武
帯
。
『
資
治
通
鑑
駈
、
南
山
武
帝
）
の
尊
号
を
称
し
、
黄
屋
左
講
に
乗
り
、

称
制
す
る
こ
と
中
国
と
ひ
と
し
か
っ
た
。
趙
佗
は
漢
人
で
あ
る
が
、

自
ら
「
居
蛮
夷
中
久
、
殊
失
礼
義
」
と
雷
い
（
『
漢
露
』
巻
四
＋
、
陸
饗
伝
）
、

「
蛮
夷
大
長
老
夫
」
と
霞
称
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
例
を
「
蛮

夷
」
に
準
じ
て
考
え
て
よ
い
。
文
型
は
そ
の
元
年
（
前
一
七
九
）
代
王

よ
り
帝
位
に
つ
い
た
こ
と
を
諸
侯
・
四
夷
に
告
げ
し
め
た
と
き
、
趙

佗
の
も
と
に
は
懸
果
に
よ
る
南
華
押
冊
立
の
と
き
に
貸
し
た
陸
賞
が

派
遣
さ
れ
た
。
『
漢
書
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
の
詔
書
に
は
「
皇
帝
謹

話
南
磨
王
、
甚
苦
心
労
意
、
験
高
皇
帝
側
室
之
子
、
船
外
奉
北
藩
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
つ

代
、
条
里
遼
遠
、
垂
蔽
撲
愚
、
未
嘗
信
書
」
に
始
ま
り
、
兵
憲
は
双

方
に
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、
服
領
（
山
名
）
以
南
を
南
越
王

の
虚
誕
に
ゆ
だ
ね
る
意
向
が
漢
側
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
続
い
て

　
　
丁
零
王
之
号
為
書
、
両
玄
並
立
、
亡
一
乗
之
使
、
以
通
其
道
、
是
争
也
、

　
　
争
漸
漸
譲
、
仁
者
不
為
也
、
願
与
王
分
棄
前
患
、
終
今
以
来
、
通
使
如

　
　
故
、
故
使
賢
馳
論
告
王
朕
意
、
王
亦
受
之
、
母
為
竃
災
桑

　
　
⑳

と
あ
る
。
階
越
王
は
頓
首
し
て
明
詔
を
奉
じ
、
長
く
藩
臣
と
な
り
貢

職
を
奉
ぜ
ん
こ
と
を
願
い
、
国
中
に
「
罪
質
、
両
雄
不
倶
立
、
聖
賢

不
並
世
、
漢
皇
帝
賢
天
子
、
自
今
以
来
、
去
帝
制
置
屋
左
醗
」
と
下

令
し
、
ま
た
上
書
し
、
改
号
し
て
帝
を
称
せ
ざ
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

さ
ら
に
景
帝
の
と
き
に
も
使
者
を
遣
わ
し
て
「
雄
臣
・
入
貢
」
し
た
。

趙
佗
は
そ
の
後
も
国
内
に
あ
っ
て
は
ひ
そ
か
に
尊
号
を
称
し
た
と
い

う
が
、
天
子
に
使
す
る
と
き
は
王
と
称
し
、
漢
で
は
こ
れ
を
諸
侯
の

ご
と
く
処
遇
し
た
。
中
国
皇
帝
の
詔
論
と
蛮
夷
の
上
長
の
反
省
に
よ

っ
て
事
の
始
末
が
つ
い
た
こ
と
に
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
で
は
な
っ
て

い
る
。

　
南
越
王
の
場
合
も
、
万
里
可
汗
の
場
合
も
、
と
も
に
中
国
の
秩
序

体
制
か
ら
す
れ
ば
そ
の
「
皇
帝
・
天
子
」
を
承
認
で
き
る
も
の
で
且

な
か
っ
た
。
も
し
承
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
国
の
冊

封
体
制
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
者
と
も
に
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実
力
者
で
あ
っ
て
、
宮
立
し
た
趙
佗
は
長
沙
の
辺
邑
を
攻
め
て
数
県

を
敗
り
、
広
く
東
西
を
役
属
し
、
漢
の
討
伐
軍
も
暑
湿
・
大
壁
の
た

め
に
そ
の
境
に
進
入
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
北
斉
・
北
周
を
な
や
ま

し
、
ひ
き
続
き
控
弦
の
兵
四
十
万
を
動
員
し
て
入
曝
す
る
突
荻
の
動

向
は
、
撃
方
に
な
お
陳
朝
も
ひ
か
え
る
こ
と
で
は
あ
り
、
新
興
の
晴

に
と
っ
て
は
そ
の
運
命
を
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る
重
大
問
題
で
あ

っ
た
。
　
「
蛮
夷
」
が
尊
号
を
称
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い

て
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
皇
帝
・
天
子
」
を
中
国
に
お
い
て
承

認
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
し
ば
し
の
間
継
続
し
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
皇
帝
・
天
子
」
を
中
国
で
は

承
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
説
諭
の
使
節
が
派
遣
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
倭
國
王
の
国
書
問
題
も
『
階
書
』
倭
国
伝
で
は
爾
越
王
・
突
恢
可

汗
の
事
例
と
同
じ
経
過
に
よ
っ
て
結
着
が
つ
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
倭
国
伝
の
関
係
部
分
の
構
成
を
見
る
と
、
腸
帝
が
「
悦
ば
」
な

か
っ
た
国
書
の
記
事
に
続
い
て
、
三
世
清
が
倭
国
に
派
遣
さ
れ
、
倭

国
に
附
庸
す
る
諸
国
を
経
て
そ
の
都
に
入
る
ま
で
の
経
路
と
、
倭
王

の
歓
迎
の
模
様
を
記
載
し
た
後
に
、
階
使
が
見
え
た
と
き
惣
町
は

「
我
聞
、
海
西
有
丈
階
礼
義
之
国
、
故
遣
朝
貢
、
我
夷
人
、
僻
在
海

隅
、
不
聞
礼
義
、
…
…
」
と
述
べ
、
幾
世
清
は
こ
れ
に
答
え
て
「
皇
帝

徳
並
二
儀
、
沢
流
四
海
、
以
王
慕
化
、
故
遣
行
人
、
来
此
宜
諭
」
と
、

皇
帝
の
宣
諭
の
旨
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
遣
隔
使
派
遣
の
回
数
を

『
晴
書
』
本
紀
と
倭
国
伝
（
及
び
『
日
本
書
紀
』
）
の
記
事
に
つ
い
て
考

察
す
る
と
き
な
ど
、
倭
国
伝
の
「
此
後
遂
絶
」
の
記
載
の
不
備
が
指

摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
倭
国
蔑
め
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
嚢
世
上

は
射
干
に
見
え
て
退
い
た
後
に
、
人
を
遣
わ
し
て
「
朝
命
既
達
、
請

即
戒
告
」
と
謂
わ
し
め
、
倭
国
の
使
者
が
嚢
世
清
の
帰
る
に
随
い
来

っ
て
方
物
を
貢
し
た
、
こ
と
で
大
業
三
年
の
国
書
の
問
題
も
結
末
が

つ
き
、
　
「
此
後
遂
絶
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
斐

三
型
は
わ
が
国
の
研
究
文
献
の
説
明
に
い
う
よ
う
に
「
答
礼
使
」
と

し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
　
「
宣
論
」
の
た
め
の
使
節
で
あ
っ
た
の
で

　
⑭

あ
り
、
　
『
二
本
書
紀
』
が
伝
え
る
小
野
妹
子
の
第
二
回
の
聖
書
を
倭

国
伝
で
は
階
使
の
帰
國
に
随
伴
し
て
方
物
を
貢
し
た
も
の
と
し
て
い

る
。
　
な
お
倭
国
伝
で
は
問
題
の
国
書
の
記
事
の
前
に
、
　
倭
国
は
新

羅
・
百
済
が
敬
仰
す
る
大
国
で
あ
る
こ
と
を
記
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら

の
国
が
倭
国
に
恒
に
「
通
説
三
都
」
す
る
と
し
、
そ
の
通
使
を
「
朝

貢
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

　
以
上
に
「
蛮
夷
」
が
「
天
子
・
皇
帝
」
を
称
し
た
事
例
を
あ
げ
た
。
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中
国
史
上
に
は
中
国
と
接
壌
し
た
地
域
に
形
成
さ
れ
た
「
夷
狭
」
の

勢
力
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に
い
え
ば
そ
の
事
情
は

必
ず
し
も
間
じ
く
は
な
い
。
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
弊
風
の
場
合
は

漢
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
す
で
に
南
越
王
に
冊
立
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
元
突
厭
可
汗
の
場
合
は
名
義
的
に

せ
よ
文
帝
の
女
婿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て

も
そ
れ
ら
勢
力
の
消
長
は
漢
・
晴
に
と
っ
て
は
大
き
な
関
心
事
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
ら
政
権
は
ま
た
流
動
的
な
要
素
を
か
か
え
て
い
た
。

南
越
国
で
は
趙
佗
の
次
代
に
お
い
て
隣
国
の
閾
越
王
に
討
た
れ
て
漢

の
援
助
を
あ
お
ぐ
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
突
蕨
の
事
情
は
「
叔
姪
兄

弟
、
各
統
強
兵
、
倶
号
可
汗
、
分
居
四
面
、
内
懐
猜
忌
、
外
掛
和
同
、

難
威
力
征
、
易
可
離
間
」
（
『
階
書
』
長
話
晟
俵
）
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

わ
が
国
は
南
朝
と
は
冊
封
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
北
朝
と

は
そ
の
関
係
が
な
く
、
ま
た
階
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
て
も
、
朝
鮮
半

島
の
歌
題
を
共
通
に
も
っ
と
は
い
え
、
海
を
へ
だ
て
て
お
り
、
そ
の

利
害
関
係
は
前
二
者
の
よ
う
に
直
接
的
で
は
な
い
。
中
国
と
「
蛮
夷
」

の
関
係
を
考
察
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
も
と
よ
り
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
が
、
中
国
体
制
論
か
ら
い
え
ば
類
似
の
場
合
と
し
て

提
示
で
き
る
。

　
「
日
出
処
天
子
、
致
書
日
没
処
天
子
」
の
国
書
を
も
た
ら
し
た
倭

国
王
は
「
宣
諭
」
さ
れ
た
。
し
か
し
階
帝
を
「
悦
ば
」
せ
な
か
っ
た

国
書
に
よ
っ
て
朝
拝
し
た
「
妹
子
等
を
却
け
」
、
「
国
交
を
拒
絶
す
る
」

ほ
ど
、
中
国
皇
帝
の
心
術
が
単
純
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
通
典
』

三
振
に
は
前
掲
の
引
用
に
続
い
て
、
中
国
の
中
国
た
る
ゆ
え
ん
、
夷

狭
の
夷
狭
た
る
ゆ
え
ん
を
述
べ
た
後
に

　
　
誰
訓
之
所
不
可
、
礼
義
之
所
不
及
、
外
弼
不
易
、
疎
而
不
識
、
来
則
禦

　
　
之
、
去
則
備
之
、
前
代
達
識
之
士
、
亦
毒
言
之
詳
　

と
あ
る
。
ま
た
『
冊
府
元
亀
』
外
臣
部
、
惇
慢
の
項
に
は
、
倭
国
王

の
国
書
を
ふ
く
む
数
多
く
の
夷
狭
の
「
悸
慢
」
の
事
例
を
集
録
し
、

こ
こ
に
も
夷
狭
た
る
ゆ
え
ん
を
総
括
的
に
述
べ
た
後
に

　
　
故
聖
王
螢
之
若
鳥
獣
、
織
之
若
巌
忘
、
示
之
以
威
武
、
接
旧
誼
礼
譲
、

　
　
麗
慶
而
不
絶
者
、
誠
制
御
之
遠
略
也

と
い
う
文
辞
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
。
中
国
の
華
夷
観
念
の
成
立
過

程
に
つ
い
て
は
考
究
す
べ
き
で
あ
る
に
し
て
も
、
右
の
文
章
に
み
ら

れ
る
理
念
が
唐
宋
に
至
っ
て
初
め
て
現
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

杜
佑
が
「
前
代
達
識
之
士
、
亦
男
滝
之
詳
　
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と

で
も
明
ら
か
で
あ
り
、
右
の
文
章
は
『
漢
書
』
甲
奴
伝
の
論
賛
の
文

章
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
「
中
華
」
帝
国
の
観
念
か
ら
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す
れ
ば
、
「
蛮
夷
」
を
招
撫
し
、
徳
化
を
も
っ
て
こ
れ
を
光
被
す
る
の

は
皇
帝
の
重
要
な
徳
厨
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
今
こ
れ
を
歴
史
事
実
と

し
て
晴
の
煽
帝
の
場
合
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
蜴
帝
は
秦
の
始
皇
帝
・
漢

の
武
帝
の
事
を
慕
い
、
外
に
は
「
行
人
を
召
募
し
て
、
絶
域
に
分
使
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

諸
蕃
の
至
る
者
に
は
厚
く
礼
賜
を
加
え
、
命
を
恭
し
ま
ざ
る
も
の
あ

れ
ば
、
兵
を
以
っ
て
こ
れ
を
撃
っ
た
」
の
で
あ
り
（
『
陪
害
』
煽
帝
紀
）
、

「
感
慨
に
甘
心
し
、
珍
異
を
求
め
た
」
の
で
あ
る
（
同
霧
南
蛮
伝
）
。
す

な
わ
ち
、
西
方
に
お
い
て
は
瀧
節
・
杜
行
満
を
西
堺
諸
芸
に
、
’
李
豊

を
波
千
国
に
派
遣
し
（
同
書
理
合
伝
）
、
南
方
に
お
い
て
は
大
業
元
年
に

林
邑
を
征
伐
し
（
同
書
、
巻
五
＋
三
、
劉
方
響
）
、
同
一
二
年
に
は
常
傭
・
王

威
政
ら
を
し
て
詔
書
・
賜
物
を
も
た
ら
し
て
遠
く
赤
土
園
に
使
い
せ

し
め
（
岡
轡
南
蛮
伝
）
、
同
三
年
・
四
年
に
は
朱
寛
を
し
て
流
求
国
を
慰

撫
せ
し
め
、
つ
い
で
同
六
年
前
は
陳
稜
・
張
優
詔
を
し
て
こ
れ
を
討

た
し
め
た
（
同
書
、
巻
町
＋
四
、
陳
陵
伝
。
東
夷
伝
）
。
ま
た
蛮
夷
の
入
朝
を

う
な
が
す
た
め
に
肺
患
を
く
ら
わ
す
工
作
を
さ
え
し
た
の
で
あ
っ
て

（
同
書
。
装
矩
伝
）
、
そ
れ
ら
の
外
事
に
多
大
の
失
費
を
と
も
な
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
余
り
が
あ
る
。

　
倭
国
王
の
場
合
は
直
接
に
は
招
撫
を
う
け
ず
に
、
自
ら
「
広
西
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

菩
薩
天
子
」
に
朝
拝
し
き
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
持
参
し
た
国
書

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も

が
ま
と
も
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
　
「
大
国
に
し
て
珍
物
多
き
」
倭
圏
か

ら
の
遣
使
は
、
試
製
の
晴
使
に
随
い
き
た
っ
た
赤
土
国
の
使
者
以
上

に
、
蝪
帝
に
よ
っ
て
「
大
い
に
悦
び
」
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

結

び

　
8
階
の
要
語
が
「
悦
ば
」
な
か
っ
た
の
は
、
倭
国
王
の
国
書
が
階

を
「
対
等
以
下
・
次
位
」
に
見
下
げ
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る

見
解
が
あ
る
が
、
海
西
の
菩
薩
天
子
が
仏
法
を
重
ね
興
す
こ
と
を
聞

い
て
、
倭
国
王
が
使
者
を
し
て
朝
揮
せ
し
め
、
兼
ね
て
沙
門
数
十
人
を

し
て
仏
法
を
学
ば
し
め
た
こ
と
、
及
び
晴
使
が
倭
国
王
に
見
え
た
と

き
、
王
が
「
糞
、
く
は
大
国
維
新
の
化
を
聞
か
ん
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、

『
罫
書
』
の
記
事
で
あ
る
か
ら
し
ば
ら
く
お
き
一
し
か
し
後
進
国

と
し
て
留
学
生
を
派
遣
し
、
中
国
の
統
一
政
治
に
関
心
を
示
し
て
い

る
こ
と
は
、
三
十
数
年
後
の
大
化
改
新
の
事
実
と
共
に
十
分
に
評
価

す
べ
き
で
あ
る
一
、
　
『
日
本
書
紀
』
の
学
生
・
学
僧
の
留
学
の
こ

と
、
階
朝
を
「
大
唐
・
大
国
」
と
表
現
し
て
あ
る
こ
と
、
留
学
生
が

帰
朝
し
て
「
其
大
唐
魍
者
法
式
認
定
珍
国
也
、
常
豊
潤
」
と
報
告
し

て
い
る
こ
．
と
な
ど
を
、
倭
国
王
の
国
書
を
意
識
的
に
階
帝
・
隔
朝
を

見
下
げ
た
も
の
と
解
釈
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
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て
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
⇔
倭
国
王
の
国
書
に
よ
っ
て
、
日
本
と
中
困
と
の
国
交
の
「
対
等
」

関
係
の
成
立
が
説
か
れ
、
そ
の
国
書
は
「
大
国
階
と
全
く
対
等
の
応
待

を
な
し
た
尤
も
有
意
義
の
古
文
書
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一

読
吾
吾
を
し
て
思
は
ず
快
哉
を
叫
ば
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
」
　
と
さ

え
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
国
書
は
「
対
等
と
か

対
等
で
な
い
と
か
い
う
以
前
の
も
の
」
で
あ
り
、
　
「
こ
の
国
書
の
文

言
の
幼
稚
さ
は
、
さ
ら
に
何
か
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
う
。
」
と
評

価
さ
れ
た
。
外
山
氏
の
説
明
で
は
そ
の
「
何
か
」
を
、
朝
鮮
半
島
関

係
の
こ
と
に
関
連
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

文
面
で
は
や
や
明
ら
か
で
な
い
。
単
離
使
と
朝
鮮
里
帰
の
関
連
に
つ

い
て
の
推
測
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
き
、
私
は
こ
の
国
書
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
従
来
の
「
対
等
」
の
理
解
は
「
臼
出
処
」
・
「
日
没
処
篇
を
「
日
出

処
・
東
・
日
本
」
・
「
日
没
処
・
西
・
玉
上
・
晴
」
と
解
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
日
の
出
る
と
こ
ろ
が
東
方
で
あ
り
、
没
す
る
と
こ
ろ
が

西
方
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
文
言
が
あ
る
か
ら

「
対
等
」
の
国
書
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
で
き
な
い
。
「
H
出
処
し
・

「
日
没
処
」
の
観
念
が
日
本
と
中
国
で
は
同
じ
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

倭
国
伝
に
は
倭
使
が
階
を
さ
し
て
「
海
鼠
」
と
い
っ
た
と
し
、
　
「
日

没
処
」
と
い
う
よ
う
に
太
陽
に
よ
っ
て
方
向
・
地
域
を
示
し
て
い
な

い
こ
と
も
参
考
さ
れ
る
。

　
村
瀬
之
煕
の
「
秋
量
器
渉
」
（
巻
一
、
圏
丹
二
。
『
随
筆
全
集
』
巻
…
所
収
）

に
「
呉
、
意
訳
苦
列
、
意
字
訳
語
、
蓋
言
日
没
処
」
と
説
明
す
る
よ

う
に
、
わ
が
国
で
は
上
古
に
暦
・
南
朝
に
通
じ
た
と
き
以
来
そ
の
国

を
「
呉
」
の
文
字
で
表
わ
し
、
占
方
の
意
味
で
「
く
れ
」
の
国
と
よ
ん

だ
。
　
『
万
葉
集
』
　
（
巻
＋
九
）
天
平
五
年
、
贈
入
唐
使
歌
（
天
平
五
年
・

七
三
二
出
発
、
同
六
年
十
一
月
帰
朝
の
入
唐
大
使
多
治
比
広
成
の
と
き
）
に

「
日
入
国
余
、
所
遣
」
（
臼
の
入
る
国
に
遣
は
さ
る
）
と
歌
い
、
　
ま
た
阿

倍
朝
臣
老
人
遣
唐
織
、
国
母
悲
別
心
に
「
天
聖
堂
、
曾
伎
敬
能
伎
波

美
」
　
（
天
皇
の
遠
隔
の
極
）
と
歌
い
、
『
忌
日
本
紀
』
（
巻
三
、
文
武
天
皇
、

慶
雲
元
年
十
一
月
丙
牢
．
七
〇
一
、
同
四
年
五
月
壬
午
）
の
遣
唐
使
関
係
の
褒
賞

記
事
に
中
国
を
「
絶
域
」
と
表
現
し
て
あ
る
。
遣
晴
使
、
及
び
そ
れ

以
前
の
こ
ろ
の
こ
と
は
推
し
て
知
ら
れ
る
。
倭
国
王
の
圏
書
で
は
酉

方
の
遠
い
中
国
を
「
日
没
処
」
と
、
自
国
を
「
日
出
処
」
と
蓑
現
し
、

階
帝
を
「
日
没
処
天
子
」
と
し
て
「
日
出
処
天
子
」
と
対
称
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
国
書
の
文
言
に
は
、
漢
と
「
留
書
」
の
聞
柄
に
あ

り
、
し
か
も
意
識
的
に
漢
と
対
抗
し
て
い
た
劒
奴
単
干
と
漢
の
皇
帝
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と
の
往
復
文
書
の
用
語
の
「
無
悪
」
を
、
ま
た
漢
の
皇
帝
が
国
書
に
用

い
た
「
受
書
」
　
（
階
と
「
父
子
」
の
関
係
に
あ
っ
て
、
し
か
も
対
抗
的
で

あ
っ
た
突
豚
可
汗
も
用
い
た
）
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い

て
倭
国
王
の
国
書
は
自
立
・
対
立
の
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の

と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
日
出
処
天
子
」
・
「
日
没
処
天
子
」

の
表
現
に
は
、
酉
南
夷
白
狼
王
が
後
漢
の
明
帝
に
上
呈
し
た
歌
詩
の

「
日
入
之
部
」
・
「
日
出
主
」
の
事
例
、
成
吉
思
汗
が
中
央
ア
ジ
ア
遠

征
の
と
き
に
中
国
か
ら
招
い
た
長
春
真
人
を
「
真
人
来
島
日
出
野
地
、

蹟
渉
山
川
、
勤
労
爽
」
と
ね
ぎ
ら
っ
た
事
例
（
『
長
春
真
人
西
遊
記
』
巻
上
、

太
祖
壬
午
の
年
．
一
ニ
ニ
ニ
）
な
ど
を
参
考
す
る
と
、
太
陽
に
よ
っ
て
方

向
・
地
域
を
表
わ
す
言
い
方
に
は
後
進
民
族
的
な
「
幼
稚
さ
」
・
素

朴
さ
が
あ
る
と
雷
い
う
る
。

　
『
旧
唐
書
』
東
夷
伝
倭
国
・
臼
本
の
条
に
わ
が
国
が
国
号
を
「
改

め
て
日
本
と
為
し
た
」
時
期
を
明
示
せ
ず
、
遣
唐
執
節
使
粟
田
真
人

の
遣
使
（
文
武
天
皇
、
大
宝
二
年
・
七
〇
二
、
唐
の
則
天
武
后
、
長
安
二
年

出
発
－
慶
雲
元
年
・
七
〇
四
帰
朝
）
以
後
を
「
日
本
国
」
　
の
部
に
載

せ
て
区
別
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
　
『
新
唐
書
』
で
は
・

　
　
融
夙
享
一
兀
体
†
　
（
六
七
〇
）
、
　
画
論
琴
平
肯
同
麗
、
　
後
脚
梢
習
回
百
久
血
日
、
　
悪
倭
名
、
　
爾
人

　
　
号
日
本
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

と
、
そ
の
時
期
を
『
日
本
書
紀
』
が
伝
え
る
河
内
鯨
の
遣
使
（
天
智

天
皇
八
年
・
六
六
九
、
唐
の
高
宗
の
総
章
二
年
繊
発
、
帰
朝
不
明
）
以
後
に

繋
い
で
い
る
。
　
『
令
義
解
』
　
（
巻
七
）
公
式
令
、
詔
書
式
に

　
　
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
，
（
謂
、
以
大
事
宣
白
縄
扇
使
之
辞
也
）
云
々

　
　
威
聞

　
　
明
神
御
宇
天
皇
詔
霜
（
謂
、
以
次
事
上
唇
蕃
国
使
書
辞
也
）
云
々
蔭
言

と
説
明
し
て
あ
る
。
　
『
令
義
解
』
は
元
正
天
皇
、
養
老
二
年
（
七
一

八
）
の
養
老
令
の
解
釈
書
で
あ
り
、
養
老
令
は
文
武
天
皇
、
大
宝
元

年
（
七
〇
一
）
の
大
宝
令
の
改
修
で
あ
る
。
ま
た
『
令
義
解
』
に
伝

え
る
形
は
『
日
本
書
紀
』
　
（
巻
二
＋
五
）
孝
徳
天
皇
の
大
化
元
年
七
月

（
六
四
五
、
唐
の
太
宗
貞
観
十
九
年
）
の
条
に
、
高
麗
・
新
羅
の
使
に
面

し
て
曰
く
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
、
：
隔
…
」
と
出
て
い
る
。
「
，
日

本
」
と
い
う
国
号
の
年
代
と
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
ろ
う

が
、
よ
り
素
朴
な
対
外
的
自
称
で
あ
る
「
日
．
出
処
」
・
「
日
出
処
天
子
」

か
ら
、
「
日
本
」
・
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
」
と
変
遷
し
た
こ
と
は
注
意

さ
れ
る
。
こ
の
変
遷
は
日
本
民
族
の
自
己
主
張
の
過
程
の
考
察
に
重

要
な
事
実
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
過
程
に
倭
国
王
の
国
書
問
題
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
こ
と
は
見
の
が
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
㊨
中
翻
と
の
国
交
の
「
対
等
」
関
係
の
成
立
億
、
倭
国
王
の
国
書
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日出処天子とH没処天子（増村）

の
事
例
の
み
に
よ
っ
て
簡
単
に
説
明
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
中
国

と
近
代
諸
国
と
の
国
交
上
の
儀
礼
問
題
は
、
清
朝
に
よ
る
「
開
国
」

以
後
に
も
残
り
、
全
く
問
題
が
解
消
し
た
の
は
徳
宗
の
光
緒
二
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

（一

ｪ
九
四
、
明
治
二
＋
七
年
）
で
あ
っ
た
。
　
中
国
と
の
国
交
愈
愈
は

長
い
交
渉
の
過
程
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、
　
『
階
書
』
が

伝
え
る
倭
国
王
の
国
書
問
題
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
新
旧

両
唐
書
の
伝
え
る
貞
観
五
年
の
倭
国
の
遣
使
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

腰
使
（
請
明
天
皇
二
年
・
六
三
〇
一
四
年
十
月
、
第
一
回
遣
唐
使
）
に
つ
い

て
『
旧
唐
臼
』
に
は

　
　
貞
観
五
年
、
遣
使
警
乗
物
、
太
宗
於
其
道
遠
、
勅
所
司
、
無
双
歳
貢
、

　
　
又
造
新
莚
刺
史
高
表
仁
、
持
節
往
撫
之
、
表
仁
下
鞍
遠
之
才
、
与
王
子

　
　
争
礼
、
不
馴
朝
命
葡
還

と
あ
り
、
　
『
新
謹
書
』
で
は
「
遣
高
仁
表
往
諭
、
与
王
争
礼
不
平
、

不
肯
宣
天
子
命
而
還
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
は
『
通
典
』

辺
防
、
倭
の
条
の
次
の
記
事
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
大
唐
貞
観
五
年
、
遣
新
州
刺
史
高
仁
表
、
持
節
撫
之
、
一
三
数
月
方
至
、

　
　
仁
表
無
量
興
言
才
、
与
其
王
争
論
、
不
宣
朝
命
而
還
、
由
是
遂
絶

　
　
『
通
典
』
で
は
こ
の
後
に
朱
儒
国
・
一
国
・
黒
歯
国
の
こ
と
、

「
日
本
」
の
国
号
の
記
載
が
あ
っ
て
、
　
〔
則
天
〕
武
太
盾
長
安
二
年

（
七
〇
二
、
文
武
天
皇
、
客
寄
二
年
）
の
粟
砥
真
人
の
遣
使
の
記
事
が
続

く
。
「
由
是
遂
絶
」
に
つ
い
て
は
『
晴
書
』
倭
國
伝
の
「
此
後
遂
絶
」

の
表
わ
す
事
情
も
参
考
さ
れ
、
ま
た
次
回
の
遣
唐
使
は
二
十
余
年
後

に
な
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
貞
観
遣
道
の
後
に
日
・
唐
の
交
渉

に
一
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
わ
せ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
、
及

び
そ
れ
以
後
の
「
礼
を
争
わ
」
な
い
日
・
唐
の
交
渉
の
展
開
に
つ
い

て
は
、
な
お
考
究
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
①
『
蓄
電
』
東
夷
俵
倭
國
の
条
の
、
倭
・
比
孤
・
装
世
篭
の
文
字
の
こ
と
は
知
ら

　
　
れ
て
い
る
か
ら
、
言
わ
な
い
。
以
下
、
倭
国
伝
と
略
称
す
る
。

　
②
倭
國
伝
の
国
書
と
、
『
日
本
書
紀
臨
が
伝
え
る
階
使
斐
琶
清
を
送
っ
て
小
野
妹

　
　
子
が
再
度
渡
航
し
た
と
ぎ
の
国
書
の
首
部
「
東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
」
に
関
達
し
て

　
　
ω
『
日
本
書
紀
』
の
国
書
を
正
し
い
と
し
て
、
　
『
階
書
』
の
を
疑
う
、
⑭
『
階

　
　
書
』
の
を
正
し
い
と
し
、
　
『
日
本
書
紀
隠
の
を
そ
れ
に
よ
る
造
作
と
す
る
、
㊨
両

　
　
者
と
も
に
正
し
い
と
す
る
、
三
説
が
あ
る
。
拙
論
は
今
は
倭
国
伝
に
と
ど
ま
る
の

　
　
で
あ
る
が
、
も
し
「
附
書
の
第
一
次
の
国
書
を
ば
、
階
書
の
編
者
が
作
っ
た
の
で

　
　
は
な
い
か
と
疑
ふ
。
　
（
中
略
）
私
は
従
っ
て
第
一
次
の
國
書
を
疑
問
と
し
第
二
次

　
　
国
書
の
爽
天
皇
の
方
、
研
本
書
紀
を
正
し
と
ザ
る
」
　
（
宮
田
俊
彦
、
　
「
治
天
下
」

　
　
と
「
御
宇
」
天
皇
」
　
『
茨
城
大
学
文
理
学
部
紀
要
』
人
文
科
学
、
第
一
号
、
昭
和

　
　
二
十
汰
年
）
な
ら
ば
、
　
『
階
書
』
に
よ
る
考
察
は
無
意
味
に
な
る
の
で
、
　
＝
冨
し

　
　
て
お
く
。
私
が
㊥
説
を
と
り
得
な
い
理
由
は
、
当
時
の
中
三
人
の
「
日
所
入
」
の

　
　
知
見
か
ら
い
っ
て
、
明
ら
か
に
中
国
豊
艶
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
「
西
皇
帝
」

　
　
を
、
階
廷
に
し
ろ
（
宮
田
氏
は
通
訳
者
の
存
在
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
）
、
　
『
階

　
　
書
』
の
編
者
た
ち
に
し
ろ
、
　
「
日
没
処
天
子
」
と
書
き
換
え
た
と
い
う
よ
う
な
解

　
　
釈
を
と
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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③
黒
板
勝
美
『
翼
訂
圏
史
の
研
究
』
餐
瀬
上
、
昭
和
十
一
年
。

④
喜
賑
貞
吉
「
古
代
外
交
上
に
於
け
る
我
が
国
家
の
無
蓋
議
題
」
上
・
下
（
『
歴

　
史
地
理
臨
第
六
十
四
・
五
巻
、
昭
和
九
、
志
－
年
）
。
　
山
昂
都
大
州
ず
昭
和
五
年
度
、
日

　
本
史
特
殊
講
義
「
疑
本
古
代
罠
族
霊
」
に
お
い
て
、
講
義
の
聞
の
お
話
し
で
こ
こ

　
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
一
部
を
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
。
先
生
の
曲
説
は
示
唆

　
の
多
い
も
の
で
あ
る
。

⑤
鈴
木
俊
『
東
洋
史
上
の
日
本
民
族
』
昭
和
十
九
年
。

⑥
石
凍
道
博
「
巾
国
に
お
け
る
隣
本
観
の
端
緒
的
形
態
漏
（
凹
茨
城
大
学
文
理
学
部

　
紀
要
』
人
文
科
学
、
第
一
弩
）
。

⑦
栗
原
朋
信
「
日
本
か
ら
陪
へ
贈
っ
た
国
書
一
と
く
に
「
日
面
処
天
子
致
書
艮

　
没
処
天
子
」
の
句
に
つ
い
て
」
　
（
『
日
本
歴
曳
』
蟹
田
〇
三
号
、
昭
和
四
十
年
）
。

⑧
外
山
軍
治
、
「
階
麿
帝
図
」
（
『
東
洋
の
歴
史
』
昭
和
圏
十
ご
年
）
。

⑨
　
西
嶋
定
生
「
六
－
八
世
紀
の
束
ア
ジ
ア
」
（
『
岩
波
講
座
臼
本
歴
史
』
二
、
昭
和

　
三
十
七
年
）
。

⑩
栗
原
朋
信
、
前
掲
霧
。

⑬
　
重
信
友
「
中
外
経
緯
俵
草
稿
」
第
一
（
『
伴
信
友
全
集
臨
第
三
所
収
）
、
頁
二
百

　
十
二
。
も
ろ
こ
し
を
さ
し
て
日
没
処
と
詔
ひ
っ
か
は
し
Σ
は
（
韓
人
の
説
明
は
省

　
略
、
増
村
）
西
の
国
な
る
に
よ
り
て
、
日
没
処
と
詔
ひ
、
こ
な
た
を
ば
罠
出
処
と

　
詔
ひ
っ
か
は
し
て
、
お
の
つ
か
ら
尊
卑
の
御
心
ば
え
を
も
示
し
給
ひ
た
る
に
て
、

　
い
と
ふ
さ
は
し
き
雅
称
な
る
べ
し
。

⑫
外
山
軍
治
、
前
掲
書
。

⑬
　
秋
山
謙
蔵
「
支
那
人
の
観
た
る
広
本
」
（
『
岩
波
講
座
東
洋
思
潮
臨
昭
和
九
年
）
、

　
『
日
支
交
渉
史
話
』
昭
和
十
二
年
。

⑭
高
橋
善
太
郎
「
遣
爆
睡
の
研
究
」
（
『
東
洋
学
報
』
第
三
十
三
巻
、
昭
和
二
十
七

　
年
）
註
二
十
六
。

⑮
　
岩
井
大
胡
「
支
那
史
書
に
現
わ
れ
た
る
日
本
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
臨
第
九

　
巻
、
昭
和
・
十
⊥
ハ
年
）

⑯
和
田
清
・
石
原
道
博
編
訳
「
階
㌫
倭
圏
伝
」
（
『
岩
波
文
庫
』
昭
和
二
十
七
年
）
。

　
そ
の
他
こ
の
読
み
が
多
い
。

⑰
．
小
川
琢
治
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
臨
昭
和
三
年
。
岡
本
正
「
山
海
経
に
つ
い
て
」

　
（
『
中
国
古
代
史
研
究
』
、
昭
和
三
十
五
年
）
。

⑱
　
平
岡
禎
吉
『
潅
南
子
に
現
わ
れ
た
気
の
研
究
』
（
第
三
篇
第
二
章
八
極
）
、
昭
和

　
一
二
十
・
六
年
。

⑲
「
実
如
来
旨
」
は
諸
版
本
み
な
同
じ
い
。
そ
の
文
意
は
本
文
の
よ
う
に
理
解
さ

　
れ
る
。

⑳
等
『
旧
葱
澱
口
』
の
文
章
は
『
通
典
』
辺
防
、
東
夷
上
の
倭
の
記
載
を
ふ
ま
え
て
い

　
る
。
杜
佑
は
中
国
の
直
東
に
倭
国
が
あ
り
、
倭
国
の
爽
の
、
中
国
か
ら
三
万
里
の

　
扶
桑
鼠
を
門
蓋
近
曇
日
幽
処
」
と
し
た
。
倭
使
の
「
自
云
、
園
在
本
辺
」
と
い
う

　
の
は
中
不
識
齋
に
は
疑
わ
し
い
わ
け
で
あ
る
。

⑳
　
『
続
日
本
紀
』
　
（
巻
二
十
二
）
文
武
天
皇
、
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
七
月
甲
申

　
朔
に

　
　
栗
田
朝
臣
真
人
、
自
唐
岡
至
、
　
（
中
略
）
唐
人
謂
我
使
繭
、
亟
聞
、
海
東
有
大

　
　
倭
国
、
謂
之
愚
子
国
、
人
民
豊
楽
、
礼
義
敦
行
、
今
看
韓
人
、
儀
容
太
浄
、
量

　
　
不
信
乎

　
と
あ
り
、
ま
た
『
東
大
寺
要
録
』
（
口
弁
英
俊
編
、
昭
和
＋
九
年
。
本
願
章
第
一
）

　
所
引
、
野
僧
思
託
の
『
延
暦
僧
録
臨
に
遣
唐
大
使
藤
原
清
河
（
算
勘
天
鵬
両
、
天
平

　
勝
宝
四
年
、
七
五
工
、
唐
の
玄
宗
、
天
宝
十
一
載
出
発
、
調
使
大
伴
粛
麻
呂
、
同

　
六
年
帰
朝
）
の
と
き
の
こ
と
を
、

　
　
使
至
長
安
、
拝
朝
不
払
塵
、
唐
門
開
元
天
地
大
宝
墾
武
応
道
皇
帝
云
、
彼
国
有

　
　
賢
主
君
、
観
其
使
臣
、
超
揖
有
異
、
即
掴
丹
臼
本
為
有
義
礼
儀
君
子
白
日

　
と
あ
る
の
は
、
わ
が
園
の
文
献
で
あ
る
が
、
『
旧
極
書
』
臓
本
伝
に
票
田
真
人
を

　
「
好
読
経
史
、
解
属
文
、
容
止
温
雅
」
と
あ
り
、
張
九
齢
の
「
勅
日
本
国
罫
書
」
（
『
文

　
苑
英
華
』
翰
林
鋤
詔
五
十
二
、
所
収
）
に
も
「
効
日
本
国
王
主
明
楽
妹
御
徳
、
彼

　
礼
義
之
閏
、
神
霊
所
挾
」
と
あ
る
。
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日出処天子と日没処天子（増村）

　
　
『
黒
門
僧
録
駈
の
開
元
皇
帝
御
製
詩
、
送
日
本
使
五
言
に

　
　
日
下
非
殊
俗
、
天
中
嘉
会
朝
、
朝
余
懐
義
目
、
於
爾
畏
途
遙
、
脹
海
寛
秋
月
、

　
　
帰
帆
駿
夕
鷹
、
照
驚
彼
君
子
、
王
化
遠
昭
々

　
と
あ
る
。
『
楚
辞
』
（
巻
一
）
離
騒
に
「
朝
議
朝
寒
蒼
梧
号
、
夕
余
至
懸
圃
」
ま

　
た
「
朝
発
靭
於
天
津
号
、
夕
余
至
西
極
」
と
あ
る
。
朝
虹
は
正
麩
に
対
す
る
。
遣

　
唐
大
使
藤
原
清
河
の
と
き
。

㊧
　
寛
下
山
に
つ
い
て
は
、
石
田
幹
之
助
「
黄
河
の
水
源
、
及
び
…
見
裾
山
に
関
す
る

　
支
那
人
の
知
識
の
変
燈
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
二
十
五
熟
路
、
九
号
、
大
正
三
年
）
。

　
駒
井
義
明
「
毘
器
考
」
　
（
『
歴
史
地
理
』
第
五
十
九
巻
鱈
号
、
昭
和
七
年
）
参
照
。

⑳
｝
烏
ざ
山
離
隅
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
カ
ン
ダ
ハ
ル
・
カ
ブ
…
ル
地
方
の
古
名
に

　
比
定
さ
れ
る
。
条
支
・
黎
軒
・
大
秦
に
つ
い
て
は
白
鳥
庫
吉
、
小
川
琢
治
、
，
そ
の

　
他
内
外
の
先
学
に
論
説
が
あ
る
が
、
拙
論
で
は
比
定
さ
れ
る
地
名
の
う
ち
、
も
つ

　
と
も
西
方
の
も
の
を
と
れ
ば
よ
い
の
で
、
そ
れ
ら
比
定
の
こ
と
は
す
べ
て
省
略
す

　
す
る
。

⑭
　
　
『
魏
略
』
の
成
書
年
代
は
膏
の
武
帝
、
七
生
年
間
（
二
八
○
！
八
九
）
と
さ
れ
る
。

　
伊
藤
徳
男
「
下
略
の
製
作
年
代
に
就
い
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
隠
四
巻
一
男
、
昭

　
和
十
五
年
）
参
照
。
後
漢
書
の
所
伝
の
年
代
は
萢
陳
（
三
九
八
－
四
五
五
）
の
時

　
代
に
ま
で
下
げ
な
い
で
よ
い
。

㊧
　
李
延
寿
の
卒
年
を
王
鳴
盛
は
儀
鳳
の
末
年
（
三
年
、
六
七
八
）
に
推
定
し
た
。

　
『
十
七
史
商
権
』
巻
五
十
三
、
漸
唐
霧
過
誉
爾
北
西
の
項
参
照
。

⑳
　
白
鳥
庫
吉
「
大
賢
伝
に
現
は
れ
た
る
支
那
思
想
」
　
（
『
西
域
史
研
究
』
下
、
昭

　
和
十
九
年
、
所
収
）
。

⑳
　
那
波
利
貞
「
中
華
思
想
」
　
（
『
岩
波
講
座
東
洋
思
潮
隠
昭
和
十
一
年
）

⑳
　
前
掲
、
「
日
本
か
ら
階
へ
贈
っ
た
圏
書
」
（
『
日
本
歴
史
』
）
、
及
び
『
朝
日
新
聞
』

　
（
昭
和
四
十
年
七
四
十
三
ヨ
）
研
究
ノ
ー
ト
。

⑲
　
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
十
七
日
、
昭
和
四
十
一
年
度
第
十
三
回
鹿
大
藩
学
会
大

　
主
公
着
倒
講
演
「
遣
階
使
の
国
書
問
題
」
に
お
い
て
、
葉
原
氏
の
波
斯
蟹
王
の
上
書

　
の
解
釈
の
こ
と
に
も
欝
い
及
ん
だ
。
講
演
要
旨
は
『
鹿
野
史
学
』
第
十
五
袴
（
昭

　
和
四
十
二
年
十
一
月
二
十
日
発
行
」
に
掲
載
。

⑳
『
史
学
雑
誌
』
七
十
五
編
（
昭
和
酋
十
一
年
十
二
月
一
一
十
目
発
行
）
史
学
会
第

　
六
十
蝉
騒
大
会
（
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
三
日
）
東
洋
史
部
会
記
事
に
、
樫
一

　
男
「
波
斯
王
居
和
多
の
上
表
に
つ
い
て
」
の
発
表
要
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

　
の
後
（
今
年
十
二
月
一
日
）
長
沢
和
俊
氏
（
鹿
児
島
短
期
大
学
教
授
）
か
ら
昨
年

　
の
史
学
会
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
借
用
し
て
見
る
と
、
波
斯
國
王
の
上
書
の
後
半
に

　
つ
い
て
、
「
日
出
処
常
に
漢
中
た
ら
ん
、
天
干
よ
」
と
、
「
常
に
漢
中
の
天
子
（
の

　
も
の
）
た
ら
ん
、
云
々
」
の
一
圃
通
り
の
読
み
が
示
し
て
あ
っ
た
。
　
『
史
学
雑
誌
』

　
で
は
後
駆
の
（
の
も
の
）
が
省
略
し
て
あ
る
の
で
文
意
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
漢
語
に
は
中
天
（
『
北
史
』
序
伝
、
李
下
…
…
今
徒
輩
中
天
、
創
居
嵩
洛
）
、
中

　
夏
（
『
後
漢
霞
』
馬
融
伝
、
是
以
明
徳
耀
乎
中
夏
、
威
霊
暢
四
面
）
、
中
土
（
『
宋

　
書
』
萢
嘩
伝
、
薩
被
羅
臼
外
蟹
、
無
取
於
中
土
）
、
中
黒
（
『
暦
書
』
華
讃
伝
、
秀
異

　
固
産
子
方
外
、
不
出
干
中
域
也
）
な
ど
と
共
に
、
天
中
（
『
沓
書
隠
天
文
志
一
、
運

　
乎
天
中
、
而
臨
舗
四
方
。
ま
た
前
掲
、
翻
元
皇
帝
御
製
詩
の
天
中
嘉
会
朝
）
、
夏

　
中
（
『
劇
評
』
巧
雍
伝
、
到
鎮
時
、
以
夏
中
不
及
策
作
）
、
土
中
（
『
漢
書
』
地
理
志

　
下
、
昔
周
公
営
三
島
、
以
為
在
予
土
中
）
、
域
中
（
『
階
需
』
南
蛮
伝
、
史
臣
田
、

　
難
有
荒
外
之
功
、
無
救
域
中
之
敗
）
な
ど
が
あ
り
、
中
原
の
荒
廃
し
た
も
の
を
荒

　
中
と
い
う
こ
と
が
あ
る
（
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
）
。
波
斯
国
の
上
書
の
漢
は
中
国
、

　
漢
中
を
中
園
の
中
原
・
中
央
の
意
味
に
解
し
う
る
。

⑳
　
こ
の
時
の
隠
の
副
使
は
長
孫
晟
で
あ
っ
た
が
、
選
書
同
門
に
は

　
　
突
厭
与
階
、
倶
是
大
困
、
天
子
・
可
汗
不
起
、
安
敢
違
意
、
侃
可
賀
敦
為
帝

　
　
女
、
則
可
汗
是
大
越
女
靖
、
奈
何
無
礼
、
不
敬
婦
難
中

　
と
可
汗
を
諭
し
た
と
あ
る
。
　
『
資
治
通
鑑
』
陳
紀
十
、
長
城
三
下
、
至
徳
二
年
の

　
条
の
「
突
厭
与
階
倶
大
圏
天
子
可
荘
不
起
安
倉
違
意
、
但
可
賀
敦
為
帝
女
…
…
」

　
を
『
続
翻
訳
漢
文
大
成
』
（
加
藤
繁
、
蒔
田
公
太
郎
訳
註
）
に
は
「
突
厭
と
階
と
、

　
倶
に
大
騒
の
天
子
な
り
、
可
汗
起
た
ざ
る
は
安
ん
ぞ
敢
て
意
に
違
は
ん
や
…
…
」
と
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読
ん
で
あ
る
が
、
　
「
射
狼
の
性
」
あ
り
と
言
わ
れ
た
突
阪
可
汗
を
諭
す
に
も
、
晴

　
使
は
「
天
子
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
　
『
掌
記
』
の
文
章
も
「
突
男
工
階
、
倶
大

　
国
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
突
阪
可
汗
は
講
書
を
戴
い
た
後
、
大
い
に
恥
じ
て
群

　
下
と
絹
集
っ
て
働
畏
し
た
。

　
　
中
国
で
は
異
民
族
の
君
長
の
「
天
子
・
皇
帝
」
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
伺
奴
の

　
墨
守
単
子
の
称
号
の
撰
正
書
塗
単
干
・
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
事
解
伝
の
索
隠
に

　
「
又
玄
曇
春
秋
云
、
心
安
読
漢
書
不
詳
乗
越
、
有
胡
奴
暖
翠
、
下
之
日
、
此
胡
所

　
聖
天
子
、
与
下
露
所
説
符
会
也
」
と
あ
り
、
　
『
漢
書
』
飼
奴
伝
に
は
「
伺
奴
謂
天

　
為
撰
梨
、
聖
子
為
孤
塗
、
汐
干
藩
広
大
之
貌
也
」
と
説
明
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ

　
れ
ば
論
罪
単
干
の
称
号
は
「
大
天
子
」
．
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
『
北
史
』
蠕
蠕
伝

　
に
は
蠕
蠕
の
金
輪
に
つ
い
て
「
幅
寄
翼
代
可
汗
、
塾
代
猶
艶
言
駕
駅
開
張
也
、
可

　
要
望
泣
言
皇
帝
也
」
と
可
汗
を
皇
帝
と
し
、
ま
た
「
里
預
鶏
弥
、
華
・
言
天
児
也
」

　
（
『
通
典
』
辺
防
、
倭
）
、
　
「
主
明
楽
美
御
忍
」
　
（
す
め
ら
み
こ
と
、
張
九
齢
、
勅

　
手
本
圏
卜
書
）
な
ど
の
事
例
か
ら
見
て
、
異
畏
族
の
書
語
に
よ
る
称
号
に
は
拘
泥

　
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
天
皇
」
に
つ
い
て
は
別
に
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

⑳
　
　
『
廿
野
史
三
里
』
　
（
巻
二
、
独
勝
多
隠
詞
、
巻
鶏
、
漢
窯
多
望
詔
）
に
趙
翼
は

　
継
体
守
文
の
翁
の
小
心
謹
畏
の
こ
と
、
認
書
に
天
子
自
作
の
も
の
の
あ
る
こ
と
を

　
指
摘
し
て
い
る
。
文
帝
が
趙
佗
に
与
え
た
詔
書
も
人
臣
の
代
作
と
は
認
め
が
た
い

　
が
、
そ
れ
に
は
「
謹
問
」
の
い
わ
ゆ
る
敬
語
的
な
文
需
と
共
に
、
　
「
致
書
」
が
使

　
用
し
て
あ
り
、
そ
の
「
致
書
」
の
顔
師
古
の
注
は
「
醤
未
通
繋
駕
越
」
で
あ
る
。

　
『
史
記
』
何
奴
伝
の
索
隠
所
引
の
「
習
難
業
与
燕
王
城
」
に
「
今
日
始
親
紅
藍
、

　
後
膨
足
堅
業
種
」
（
百
納
本
）
、
ま
た
「
今
日
始
視
紅
藍
、
後
当
為
足
下
致
其
種
」

　
（
『
史
記
会
注
考
証
』
本
）
と
あ
り
、
こ
の
文
章
は
版
本
に
よ
っ
て
文
掌
・
の
異
同
が

　
あ
る
が
、
　
「
致
其
筈
」
が
使
用
し
て
あ
る
。
文
華
の
詔
書
の
文
章
か
ら
、
ま
た
致

　
の
文
宇
の
意
味
か
ら
も
、
「
致
書
」
が
需
わ
れ
る
ほ
ど
の
使
用
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
そ
れ
は
『
宋
史
』
外
国
伝
日
本
圏
の
条
に
「
按
雲
量
二
十
年
、
倭
王
姓
阿
毎
、
名

〔
マ
マ
〕

　
富
多
利
思
比
孤
、
密
使
黒
蓋
」
と
、
　
「
致
譜
」
を
普
通
の
叙
事
に
使
用
し
て
い
る

　
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
李
朝
実
録
』
に
よ
れ
ば
李
朝
・
鶴
津
藩
の
外

　
交
文
露
に
も
「
致
書
」
が
用
語
と
な
っ
て
い
る
。

⑭
　

『
階
書
』
倭
蟹
伝
の
国
書
と
、
　
『
目
本
書
紀
』
が
伝
え
る
第
二
圓
至
上
の
と
き

　
の
「
東
天
愛
敬
以
西
皇
帝
」
国
書
の
問
題
に
関
連
し
た
論
説
の
う
ち
に
、
階
か
ら

　
先
き
に
国
書
が
き
た
か
否
か
に
つ
き
、
　
「
彼
方
よ
り
先
づ
国
書
を
も
っ
て
来
る
と

　
い
う
こ
と
が
惑
時
の
晴
の
形
勢
で
有
り
得
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
さ
ほ
ど
ま
で
階

　
が
日
本
に
対
し
て
謙
抑
の
態
度
に
出
た
で
あ
ら
う
か
。
」
　
と
い
う
の
が
あ
る
（
辻

　
善
之
助
『
日
支
文
化
の
交
流
』
昭
和
十
七
年
・
。
　
『
海
外
交
通
史
話
』
昭
和
五
年
）
。

　
辻
氏
は
『
夕
星
』
・
『
日
本
書
紀
』
の
両
国
書
を
正
し
い
と
す
る
論
で
あ
る
が
、
そ

　
の
論
説
関
係
の
こ
と
は
鯛
と
し
て
、
そ
の
説
明
の
発
想
は
や
は
り
国
交
の
対
等
論

　
を
箭
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
書
の
先
後
か
ら
い
え
ば
、
中
国
か
ら
弛
き
に
使

　
節
を
派
遺
し
て
愛
撫
・
宣
諭
の
詔
書
を
も
た
ら
す
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
り
得
る
。

　
　
襲
撃
清
が
「
宣
諭
」
の
た
め
の
使
節
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
　
『
日

　
本
書
紀
』
　
（
巻
ご
十
二
）
告
口
天
皇
十
六
年
の
条
に
載
せ
る
階
使
の
も
た
ら
し
た

　
國
書
は
、
　
「
皇
帝
問
倭
皇
」
の
皇
・
王
の
文
字
の
問
題
の
ほ
か
に
、
そ
の
形
式
・

　
内
容
か
ら
改
め
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に

　
発
表
す
る
用
意
が
あ
る
。

⑳
　
宮
崎
市
定
『
階
の
蝪
帝
』
（
『
中
国
人
物
叢
書
』
昭
和
賜
十
年
）
の
「
日
出
ず
る

　
圏
」
の
章
に
、
　
「
朱
書
は
、
難
壁
へ
赴
く
と
同
時
に
日
本
へ
も
来
た
の
で
は
な
い

　
か
と
思
わ
れ
る
。
」
と
説
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の
説

　
明
の
う
ち
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
あ
た
り
で
は
な
い
か
と
し
て
あ
る
流
求
へ
の
遣
使
と
朱

　
寛
が
大
業
三
年
・
囚
年
に
流
求
を
慰
撫
し
た
事
実
、
ま
た
わ
が
国
と
の
関
連
な
ど

　
に
は
、
な
お
解
説
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

翰
　
岩
井
大
慧
、
前
掲
「
支
那
史
轡
に
現
は
れ
た
る
日
本
」
。

⑰
　
　
「
日
出
ず
る
処
」
と
表
現
し
た
の
が
、
　
「
日
本
」
と
い
う
国
号
の
文
字
に
固
定

　
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
中
国
で
東
方
に
想
定
す
る
「
日
下
」
が
考
慮
に
入

56　（358＞



日出処天子と日没処天子（増村）

　
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
ひ

鐙
　
矢
野
仁
｝
「
支
那
の
開
国
に
つ
い
て
」

　
年
）
。

（『

ﾟ
代
支
那
論
』
所
収
、
大
正
十
二

（
補
註
）
　
拙
稿
の
『
史
林
』
掲
載
が
決
定
し
馬
そ
の
梗
概
の
提
出
を
求
め
ら

　
れ
た
編
集
委
員
植
松
正
氏
の
教
示
に
よ
っ
て
、
徐
先
回
「
階
倭
国
交
の

　
対
等
性
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
』
二
十
九
巻
二
号
、
昭
和
四
十
年
）
を
見
落

　
し
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
。
植
松
氏
を
わ
ず
ら
わ
し
た
複
写
に
よ
っ
て

　
見
る
と
、
徐
属
の
論
説
は
階
朝
申
華
世
界
帝
国
の
天
下
的
秩
序
体
制
論

　
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
関
係
文
献
と
し
て
拙
稿
に
あ
げ
た
西
嶋
氏
の
も

　
の
を
批
判
し
、
展
開
し
た
形
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
日
出
処
」

　
と
「
日
没
処
」
の
意
義
に
関
し
て
は
、
　
「
必
ら
ず
し
も
前
者
が
旭
日
昇

　
天
の
新
興
活
澄
な
気
象
を
示
し
、
後
者
が
斜
陽
没
落
の
悲
哀
寂
減
な
感

　
傷
を
現
わ
す
と
は
限
ら
な
い
。
斯
る
観
念
は
、
多
分
に
当
時
の
歴
史
的

　
現
実
を
無
視
し
た
主
観
的
な
独
断
論
で
あ
ろ
う
偏
と
述
べ
て
あ
る
が
、

　
拙
稿
第
二
節
「
日
所
出
・
日
所
入
と
中
国
」
で
説
明
し
た
よ
う
な
点
に

は
ふ
れ
て
な
い
。
拙
稿
第
三
節
「
中
国
体
制
と
天
子
」
の
説
開
に
は
徐

氏
の
論
説
と
並
行
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
拙
論
は
倭
国
王
の
「
日
出
処

天
子
・
日
没
処
天
子
」
国
書
の
従
来
の
理
解
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
り
、

徐
氏
の
は
広
い
立
場
の
天
下
的
秩
序
体
制
論
か
ら
の
日
晴
国
交
の
「
不

二
対
等
性
」
論
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
に
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
徐
旋
の

突
豚
・
沙
三
略
可
汗
と
階
と
の
交
渉
に
対
比
し
て
の
日
晴
交
渉
の
説
明

に
は
賛
成
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
徐
氏
に
は
「
中
華
意
識
」

に
こ
だ
わ
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
拙
稿
は
す
で
に
京
都
に
送

っ
て
あ
り
、
三
二
の
論
文
を
見
た
後
の
見
解
に
も
と
づ
い
て
拙
稿
に
修

理
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
劉
の
機
会
を
え
た
い
。
今
は
徐

氏
に
対
し
て
拙
論
に
つ
い
て
批
判
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
闘
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
稿
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
三
年
三
月
十
六
日
加
筆
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
児
島
大
学
教
授
）
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The　Power　Structure　of　the　Simazu島津：Clan　as

　　　　aDaimy6大名in　the　Age　of　Ci▽il　Wars．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Nariaki　lnamoto

　　This　article　is　to　examine　the　power　structure　of　the　Simazu島津：as

aShugo守護daimyδ大名　and　a　daimy6　in　the　warring　age　through

the　chief　aspects　of　retainers’group　organization　and　Chigyδ知行system．

As　the　chaBge　of　the　Shimazti’s　power　seructure，　reflecting　the　gradual

change　of　Zaichi在地strttcture，　took　Place　in　instalments，　it　is　dif且cult

to　decide　upon　the　epoch．　lts　minute　exarnination，　however，　reveals

that　a　considerable　change　was　observed　between　the　fourteenth　and　the

sixteenth　century．

　　From　the　view　point　of　the　aspect　of　retainers’　grottp　organization，

there　proceeded　the　othcialization　of　rreighbouring　resident　landlords　in

the　fgurteenth　century；and．accordingly　R6jG老中system　as　a　governing

structure　came　to　be　equipped．　ln　the　Chigy6　system　too，　the　transition

was　found　from　the　type　of　Ando安堵and　Azukarioki預置きinto　the

common　type　in　which　it　was　delivered　as　a　beneficence；　the・object　of

Chigy6　was　changed　from　Shiki職to　Shitaji下地．　In　the鉦teenth　and

sixteenth　centuries　the　Jit6地頭一Shfich食衆中sYstem　was　formed，　and

infiuencial　peasants　were　put．　into　officialdom．　Therefore，　the　Chigy6

system　was　systematized，　as　ln　the　estabiishment　of　consolidated　army

service　exaction　on　the　basis　of　dimeBsions　in　the　sixth　year　of　Temmon

天文，in　this　epoch　of　which　the　change　of　the　Shimazu　into　a　daimy6

in　the　warring　period　was　performed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

Emperors　of　the　Place　of　the　Rising　Sun　and

　　　　　　　　of　the　Place　of　the　Setting　Sun．

　　　一一〇f，the　credentials　of　the　Japanese　king

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Hir◎shi　M：asumura

　　The　remariくs　in　Sui－shu，　Wo－Kuo－chuan，六書倭国伝that　‘the　Japanese

King　sent　a　letter　to　the　Chinese　Emperdr　saying　“the．Emperor　of　the

p｝ace　of　the　rising　sun　presents　a　1etter　to　the　Emperor　of　the　place　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（454）



the　setting　sun，　inquiring　after　the　health　of　the　latter　”　and　the　Chinese

．EmperorYan9－ti燭帝was　not　pleased　with　it，have　led　Japanese　histori－

ans　to　suppose　that　Japan・tried　to　assume　an　equal，　or　more　than　equal，

diplomatic　status　with　ChiBa，　and　Yang－ti　vvTas　not　pleased　this　Japanese

attitude．

　　In　this　traditioBal　interpretation　is　found　the　so－called　‘　Japanese　histo－

rical　view’　in　which　‘　the　place　of　the　rising　sun＝reastttJapan　’　aBd　‘　the

place　of　the　setting　stm－west－China　’　are　taken　as　the　self－evident　t’ 窒浮狽?．

The　Chinese　idea，　however，　could　be　identlfied　with　that　of　our　country．

According　to　the　Chinese　idea，　‘the　place　of　the　rising　sun’　and　‘the

place　of　the　setting　sun’　mean　the　utmost　parts　of　the　world．　‘The

Emperor　of　the　Middle　Kingdom’　Yang－ti　ruling　tlie　world　did　not

regard　hirnself　as　‘the　Emperor　of　the　place　of　the　setting　sun’；　and

the　Chinese　idea　would　not　recognize　the　chiefs　of　other　races　as‘the

Emperor　’．

　　The　Japanese　credentials　had　no　common　sense　fol－the　Sui晴dynasty；

but，　as　the　Japanese　King　sent　a　messenger’　ahd　‘payed　a　tribute．’，　the

dynasty　sent　P’ei－shih－ch’ing蒲扇清，　the　messenger　of‘sttan－yU宣諭’．

The　Jacksonian’　Movement　in　Massachusetts

　　　　　　by

Ryoichi　Egawa’

　　Especially　in　the　fie！d　of　the　regional　history，　remarkable　efforts　have

been　made　since　1950　as　a　means　of　practical　explanation　of　the　Jack－

sonian　movement．　The　state　of　Massachusetts，　though　i1ユ伽enced　by

the　economical　change　such　as　the　industrial　revolution　which　searted

earliestly　in　the　country，　was　still　po！2tically　under　strong　control　of　con－

servatism．　lt　was　natural　that　the　Jacl〈sonian　movement　here　was

d2fferent．　from　those　of　the　Southern　and　the　Western　st’ates．　1　thqught

in　this　article　that　this　movement　was　ratlaer　uplifted　by　M．　Van　Buren

than　by　’Jacl〈son，　and　that　it　was　the　movement　iR　which　the　Agrarians

with　sma11　property　in　their　own　farrns．de！naBded　the　equal　opportunity

for　business　against　the　privileged　forerunners　of　Boston　Associates　and

others　who　tried　to　guard　their　camp　in　the　rising　industrialisin．　ln

other　words，　it　is　supposed　that　it　was　not　the’radical　movement　domi－

nated　by　the　urban　laborers，　as　is　suggested　by　A．　M．　Schlesinger，　Jr．，
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